
　政府は４月１０日、２００９年度第１次補正予算の策定
に向け、総額１５兆４０００億円の財政支出を伴う「経済
危機対策」を決定し正式に公表した。医療関係では、
１１年度からのレセプトオンライン請求完全義務化へ
の支援などを打ち出した。
　政府は３月３１日、「規制改革推進のための３か年計
画（再改定）」を閣議決定した。レセプトオンライン
請求の完全義務化については、今回の再改定で「義
務化において原則現行以上の例外規定を設けないこ
と」と修正し、「原則」の追加挿入で実質的に新たな
例外規定を設けることに道筋をつけた。
　与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチー
ムは４月３日、高齢者医療制度の見直しに向けた「基
本的な考え方」をまとめた。所得が低い被保険者が
支払う保険料について、２００９年度も８.５割軽減を継続
すると明記している。
 

経済危機対策を正式決定／政府
　政府は４月１０日、２００９年度第１次補正予算の策定
に向け、総額１５兆４０００億円の財政支出を伴う「経済
危機対策」を決定し正式に公表した。事業費は５６兆
８０００億円。総合的な経済効果として、０９年度実質Ｇ
ＤＰ成長率の２％程度の押し上げを見込むほか、需
要拡大によって１年間で４０万－５０万人程度の雇用創
出を期待している。医療関係では、１１年度からのレ
セプトオンライン請求完全義務化への支援などを打
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今月の主な動き

協

会

だ

よ

り

場　　所開始時間行　　　事
未定午後２時従業員研修１回目７日㈭
府医師会館３０５午後２時保険審査通信検討委員会８日㈮
府医師会館３０５午後２時３０分コミュニケーション委員会９日㈯
未定午後２時医療制度検討委員会

１３日㈬
未定午後２時医院・住宅新（改）築相談室
未定午後２時従業員研修２回目１８日㈪
未定午後２時金融共済委員会２０日㈬
府医師会館会２０８・２０９午後２時第６２８回社会保険研究会　

２１日㈭
未定午後１時ファイナンシャル相談室
未定午後２時法律相談室
未定午後２時雇用管理相談室
京都新聞文化ホール午後２時九条の会アピールを支持する京都医療人の会講演会２３日㈯
未定午後２時経営相談室２７日㈬
大阪府保険医会館Ｍ＆Ｄホール午後２時吉田太郎氏講演会３０日㈯

5
月
の
保
険
医
協
会
の
行
事
予
定

場　　所開始時間行　　　事
ル・クラブ・ジャズ午後６時ジャズを楽しむ会

６月１３日㈯
府医師会館２０８・２０９午後２時耳鼻咽喉科診療内容向上会
新・都ホテル午後２時産婦人科診療内容向上会７月１１日㈯
未定午後２時第６２９回社会保険研究会７月１６日㈭

今
後
の
予
定

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲７３－７５ページ

※５月１日㈮は事務局休務



ち出した。
　経済対策に必要となる財源については、財政投融
資特別会計の積立金と経済緊急対応予備費で賄い、
足りない部分を建設国債と赤字国債で補う。与謝野
馨経済財政担当相は、国債の発行額は合わせて１０兆
円を超えるとの見通しを示した。
　介護従事者の賃金引き上げについては「経営者が
取ってしまうのではという懸念は大きな誤解。今回
は（介護従事者への）賃金の支払い実績に応じて援
助するので、実質的に給与が上がる」と説明した。
（4/13MEDIFAXより）

オンライン義務化、新たな例外に道筋／規制
改革３か年計画を再改定
　政府は３月３１日、「規制改革推進のための３か年計
画（再改定）」（資料２、後掲４４ページ）を閣議決定
した。レセプトオンライン請求の完全義務化につい
ては、今回の再改定で「義務化において原則現行以
上の例外規定を設けないこと」と修正し、「原則」の
追加挿入で実質的に新たな例外規定を設けることに
道筋をつけた。このほか「その際、地域医療の崩壊
を招くことのないよう、自らオンライン請求するこ
とが当面困難な医療機関等に対して配慮する」との
記載も追加。完全義務化により廃業に追い込まれる
可能性のある医療機関などを念頭に具体的な配慮を
求めた。
　規制改革３か年計画は２００７年６月に閣議決定され
た。その後、０８年３月に改定されている。今回の再
改定は、０８年１２月の規制改革会議の第３次答申で示
された具体的施策を盛り込むことなどを主な内容と
している。
　３か年計画で示された「医療」分野ではこのほか、
「ＤＰＣデータの活用方策の実施」について０９年度の
実施を促すとした。「包括払い・定額払い制度への移
行促進」については０９年度に検討を開始。「質に基づ
く支払いの更なる推進」については０８年度以降、引
き続き検討するとした。
　このほか、「医師及び他の医療従事者の供給体制の
在り方の検討」「遠隔医療の普及・促進施策の実施」な
どが記載された。（4/1MEDIFAXより）

「８.５割軽減」継続、１３０億円を補正で対応／
与党・高齢者制度ＰＴ
　与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチー
ム（ＰＴ）は４月３日、高齢者医療制度の見直しに

向けた「基本的な考え方」をまとめた。所得が低い
被保険者が支払う保険料について、２００９年度も８.５割
軽減を継続すると明記。保険料軽減に必要な費用は
１３０億円と見積もり、政府が検討を進めている０９年度
補正予算に盛り込む方針を示した。
　「基本的な考え方」は、年齢区分の見直しについて
「６５歳で区分するなど年齢区分を見直す方向性につ
いて、安定的な財源の確保と併せ、費用負担の在り
方や国保との運営の一元化を含めた抜本的な見直し
を検討する」とし、都道府県単位で国保と統合する
とした舛添要一厚生労働相の「私案」にも一定の配
慮をみせた。
　費用負担の在り方については、健康保険組合など
の負担を重くしている前期高齢者医療に公費を投
入。拠出金の分担方法も見直すことで、財政状況の
厳しい健保組合などの負担軽減を図る方針を示し
た。健保組合に対する財政支援の拡大についても、
補正予算で対応する方向で検討を進める。
　医療サービスに関しては、「後期高齢者診療料」や
「終末期相談支援料」など、７５歳以上の高齢者に限定
されている診療報酬項目の見直しに言及。「後期高齢
者」や「終末期医療」などの名称に関しても、高齢
者の心情にそぐわないとして見直す必要性を指摘し
た。
　受診率向上を図る観点から、現行では努力義務と
している７５歳以上の特定健診について、保険者の実
施義務に変更するとした。７０－７４歳が支払う窓口負
担の２割への引き上げを凍結したことについては、
年末までに結論を出す。
　「大臣私案」について舛添厚労相は、３日の閣議後
の会見で「１つの考え方。被用者保険加入の継続な
ど一部分は（与党の見直し案に）入る。党の中でも
大臣の私案の方がよいとの議論もある」とし、さら
に詰めた議論が必要と指摘した。
（4/5MEDIFAXより）

社会保障と財政で新有識者会議／１３日に初会
合、骨太０９に反映
　政府の経済財政諮問会議は４月７日、２００９年度第
１次補正予算編成を視野に追加経済対策を早急に取
りまとめることを確認した。麻生首相は、医療、介
護、年金、雇用、子育てなど、社会保障改革と財政
に関する工程表などを話し合う「安心社会実現会議」
を１３日に設置し、議論を開始することも報告した。
諮問会議は安心社会実現会議とも連携した上で、１０
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年度予算編成の基本方針となる「骨太の方針０９」の
策定に当たる。関係者によると有識者会議は与謝野
馨財務相と増田寛也・前総務相を中心に１５人前後と
なる見通し。張富士夫・トヨタ自動車会長、高木剛・
連合会長、故宮本顕治・元共産党議長の長男で北海
道大教授の宮本太郎氏らが内定している。
　同日の諮問会議で民間議員は「経済危機克服のた
めの道筋について（Ⅱ）」と題する資料を提示。世界
同時不況からの脱却を目指し、０９年度補正予算の編
成に向けて「必要となる“需要創出の規模”は、お
おむね１０兆円台とみられる」と提言した。
　麻生太郎首相は席上、「新しい経済対策では政策を
総動員し、景気の底割れを防ぐとともに、未来への
成長につなげていきたい。対策をまとめる際、（３月
に官邸で開催した）『経済危機克服のための有識者会
合』の意見をできるだけ盛り込む」と述べた。
（4/8MEDIFAXより）

２０２０年に環境・医療で４００万人雇用創出／首
相「未来開拓戦略」表明
　麻生太郎首相は４月９日、都内の日本記者クラブ
で記者会見し、環境、医療、介護などの分野で経済
成長や雇用創出を図る「未来開拓戦略」を明らかに
した。
　「低炭素革命」や「健康長寿社会」の実現、アニメ
など「日本の魅力発揮」の３つを柱に「官民による
集中的な投資と大胆な制度改革を実行する」と強調。
今後３年間で４０兆－６０兆円の需要と、１４０万－２００万
人の雇用を創出。２０２０年には実質ＧＤＰ（国内総生
産）を１２０兆円押し上げ、４００万人の雇用機会をつく
るとしている。
　首相は「しっかりした医療・介護サービスを提供
できれば世界に冠たる活力ある高齢化社会がつくれ
る」と述べた上で、介護労働者の待遇改善や施設の
集中整備、地域医療の立て直しに取り組む考えを強
調した。（4/１０MEDIFAXより）

０９年度予算が成立／厚労省分は２５兆１５６８億円
　医師確保や救急医療対策などを盛り込んだ２００９年
度予算案が３月２７日成立した。同日の参院本会議は、
民主党など野党３党の反対多数で否決したが、憲法
で定める予算案の衆院優越の規定を適用。一般会計
の総額は８８兆５４８０億円（前年度比６.６％増）で、厚生
労働省分は２５兆１５６８億円（同１３.７％増）となった。
　厚労省分のうち社会保障関係費は２４兆６５２２億円
（同１４.１％増）を計上。過酷な条件下での診療を強い
られている勤務医や産科医に対する支援のほか、ド
クターヘリ導入の推進などを実施する。また、人材
不足が危惧されている福祉・介護サービス従事者の
確保も盛り込んでいる。
　消費税を含む税制抜本改革の基本方針を明記した
税制改正関連法案など予算関連４法案も同日、参院
本会議で否決されたが、衆院本会議で与党が３分の
２以上の賛成多数により再可決し成立した。
（3/３０MEDIFAXより）

障害者自立支援法の一部改正案を閣議決定
　政府は３月３１日、障害福祉サービス利用者の負担
の見直しや相談支援の強化などを盛り込んだ障害者
自立支援法等の一部改正案を閣議決定した。原則１
割としているサービス利用者の自己負担を、本人の
負担能力などを考慮して算定。地域の相談支援で中
核的な役割を担う「基幹相談支援センター」を市町
村に設置することができるとしている。施行は２０１２
年４月１日。
　政府は３１日、障害者自立支援法施行令と児童福祉
法施行令の一部改正も閣議決定した。障害者自立支
援法が指定する障害福祉サービスと自立支援医療の
自己負担の上限月額を引き下げるなどとする特例措
置を、１２年３月末まで延長する。４月１日に施行。
（4/1MEDIFAXより）

構造改革特区で１９件認定／内閣府
　内閣府は３月２７日、地域を限って規制を緩和する
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【３月】◆群馬県・老人施設火災で１０人死亡（１９日）◆成田空港・貨物機が着陸失敗、炎上（２３日）◆千葉県知事に森田健作氏（２９日）
◆千葉県銚子市・岡野俊昭市長が失職（２９日）◆横浜地裁・横浜事件で免訴（３０日）◆国交省が大戸川ダム建設「凍結」（３１日）◆イ
スラエル・右派政権発足（３１日）
【４月】◆北朝鮮・ミサイル発射（５日）◆「核なき世界構想」オバマ米大統領が宣言（５日）◆イタリア中部・Ｍ６.３の地震（６日）
◆政府・追加経済対策を決定（１０日）

（３月１４日～４月１０日）



構造改革特区について、医師確保のために臨床研修
医の２年間を地方公務員として臨時任用できるよう
にする北海道留萌市の「医師臨床研修推進特区」な
ど１９件を認定したと発表した。
【共同】（3/３１MEDIFAXより）

都道府県別料率の変化幅、１０分の１に／健保
法施行令を一部改正
　政府は３月２４日の閣議で、協会けんぽ（旧政管健
保）の保険料率が全国一律から都道府県別に移行す
ることに伴う保険料率の算定方法などを定めた「健
康保険法施行令の一部を改正する政令」を決定した。
保険料率が都道府県別に移行するのは２００９年９月
で、被保険者の１０月支払い分から適用する。
　移行に伴う保険料の激変を緩和するための経過措
置については、引き上げ幅・引き下げ幅を１０分の１
とすることとし、１３年９月までの４年間適用する。
（3/２５MEDIFAXより）

産科医療補償制度「剰余金は生じない」／政
府答弁書
　政府は４月７日の閣議で、産科医療補償制度の収
支について「大幅な剰余金は生じない」とする答弁
書を決定した。糸数慶子氏（無所属）の質問に答え
た。
　糸数氏は、年間分娩数を約１００万件として試算する
と保険料収入は年間約３００億円になるとした上で、年
間の補償対象者が８００人の場合、年間補償金総額は約
２４０億円と指摘。多額の余剰金が発生するとして、そ
の使途を明確にするよう求めた。
　これに対し、厚生労働省は年間の補償対象者を最
大８００人前後と推計した上で「制度運営に要する事務
経費を勘案すると大幅な剰余金は生じない」と説明
した。（4/8MEDIFAXより）

難病患者居宅生活支援「対象見直し考えな
い」／政府答弁書
　政府は４月７日の閣議で決定した答弁書で、「難病
患者等居宅生活支援事業」の対象者を疾患によって
決定していることについて、「見直すことは考えてい
ない」とする見解を示した。谷博之氏（民主）の質
問に答えた。
　同事業では、難病患者らに対してホームヘルプサ
ービスや日常生活用具を給付している。谷氏は、同
事業の対象者を「疾患の種別で規制するのではなく、

同じような社会的、日常生活の制限が継続している
ことに着目して支給決定すべきではないか」と指摘
した。
　これに対し、答弁書は「対象者は、限られた財源
の中で難病対策を重点的かつ効果的に推進するとい
う観点から対象疾患等で限定している」とし、見直
す考えはないとした。（4/8MEDIFAXより）

「完全オンライン化」方針に変更なし／規制
改革会議が見解
　政府の規制改革会議は４月２日、「規制改革推進の
ための３か年計画」の再改定でレセプトオンライン
請求義務化の文言が修正されたことに対する見解を
発表した。見解では「政府として、２０１１年度当初か
らの原則完全オンライン化に向けて進めていく方針
に変更はない」と明記。オンライン請求の義務化は、
医療のＩＴ化によって質のよい医療を提供する医療
政策の根幹との認識を表明した。
　政府は３月３１日、「規制改革推進のための３か年計
画」に記載されているレセプトオンライン請求の完
全義務化について「義務化において原則現行以上の
例外規定を設けないこと」との表現に修正。「原則」を
追記することで、実質的に例外規定を拡充する余地
を持たせた。また、「その際、地域医療の崩壊を招く
ことのないよう、自らオンライン請求することが当
面困難な医療機関等に対して配慮する」とも明記。
完全義務化に対応できない医療機関が廃業に追い込
まれないよう配慮する表現とした。
　規制改革会議の見解では、政府がオンライン請求
義務化の文言を修正した狙いについて、オンライン
請求を自ら行うことが困難な施設に対する配慮であ
り、あくまでオンライン化の促進が前提と説明。「配
慮」によって「医療の質の向上に不可欠なレセプト
オンライン請求化への取り組みを後退させることが
あってはならない」とした。（4/3MEDIFAXより）

医療分野の情報化を推進／０９年度規制改革会
議の集中テーマ
　政府の規制改革会議は４月２日、２００９年度に集中
的に取り組むテーマとして医療や介護を挙げた。医
療や介護の分野は、規制改革によって雇用の増大や
内需拡大を図ることができる成長分野と位置付け
た。医療の分野では、レセプト請求の原則オンライ
ン化をはじめとした医療のＩＴ化を推進。質の良い
医療を追求する観点から、医療情報の整備を進める
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方針を示した。
　このほか医療分野では、包括払いの推進やＤＲＧ
／ＰＰＳ（診断群別定額払い）の拡大をはじめとし
た診療報酬体系の在り方について議論する。また、
医師と看護師の役割分担や医師養成の在り方、救急
医療体制の整備などを集中テーマとして列挙した。
　介護分野は、人材不足が指摘されている介護従事
者の養成と確保対策に言及。資格要件の在り方や有
資格者の活用などを議論する。介護サービスを強化
するためには、介護報酬改定の効果を分析し、次期
改定でのさらなるインセンティブを検討する必要が
あると指摘した。
　また、同日は、０９年度の運営方針を改定。「日本の
実体経済は極度の収縮に見舞われている」との認識
を示した上で、雇用の維持・増大と内需拡大に向け
て「無用の諸規制を排除することが成長の極めて有
効な推進力になる」とした。（4/3MEDIFAXより）

オンライン化で診療所などに支援策を／諮問
会議の民間議員も指摘
　３月２５日の経済財政諮問会議で民間議員は、「情報
通信分野における成長戦略について」と題する資料
を示した。情報通信技術（ＩＣＴ）の市場規模は約
１００兆円（２００６年度現在）で、経済成長に貢献してい
るほか、雇用誘発効果も高いと指摘。論点の１つと
して、ＩＣＴの活用が遅れている分野への抜本的な
普及策が必要として、１１年度のレセプトオンライン
請求の義務化問題を取り上げた。
　具体的には「１１年度までのレセプトオンライン化
を確実に実施するため、診療所や薬局などへの支援
策を講じるべき」と提案した。
　民間議員らは同日の会議で「１１年度の実施の計画
は崩すことなく完遂してほしい。もちろん地域への
配慮は必要だと思う」「レセプトオンライン化は支援
措置がないと大変困難になる」「必要があれば支援す
べき。レセプトオンライン化（の目標年次）を遅ら
せる理由はない」などと発言した。
　資料では「社会保障カードの実験的導入などとの
整合性を確保しつつ、『電子私書箱』構想の実現に向
けた工程表を作成すべき」とも提言した。
（3/２６MEDIFAXより）

消費増税、景気立て直し前提に「必ず実施」
／麻生首相
　麻生太郎首相は４月１０日の会見で、経済対策と財

政規律の関係について「大胆な財政出動をするから
には財政責任も果たさなくてはならない。子どもた
ちへ先送りをしないため、消費税を含む税制抜本改
革は、景気の立て直しを前提に必ず実施する」と強
調した。（4/１３MEDIFAXより）

抗がん剤の審査迅速化など推進／舛添厚労
相、経産・文科相と合意
　舛添要一厚生労働相と二階俊博経済産業相、塩谷
立文部科学相は３月１９日、会談し、がん対策の推進
に向けて抗がん剤の承認審査の迅速化やバイオベン
チャーに対する支援などの施策を３省が連携して進
めていくことで合意した。さらに、これらの施策を
政府の経済財政諮問会議で策定を進めている成長戦
略に盛り込む方針も確認。今後は３省の事務方で具
体化に向けた調整を行う。
　同日の会合で３大臣は、３省で協力して進めるべ
きがん対策として、「がん研究の推進」「バイオベン
チャーの支援」「治験・臨床研究体制の整備」「薬事
審査の機能強化」を取り上げ、具体的な施策につい
て協議。①スーパー特区で行われている最先端のが
ん研究に対する集中的な財政投入②バイオベンチャ
ーに対するリスクマネーの供給③治療技術や医療機
器の研究・開発を企業と大学が共同で行う拠点の整
備④がん研究の成果を速やかに実用化するための治
験拠点の整備⑤抗がん剤の審査のための体制強化―
の５つの施策を３省が連携して進めていくことで合
意した。（3/２３MEDIFAXより）

公立病院の再生へ「基金」設立／舛添厚労
相、追加経済対策で
　舛添要一厚生労働相は４月２日の参院厚生労働委
員会で、政府・与党が検討している追加経済対策に
地域医療の再生に向けた「基金」の設立を盛り込む
考えを示した。石井準一氏（自民）の質問に答えた。
　石井氏は「公立病院の崩壊や民間譲渡をめぐり、
全国各地で市長と住民の間で政治問題に発展する例
が相次いでいる」と報告。このような事態が生じる
背景として「医師不足による患者減、収入減に陥っ
た病院に、自治体がリストラの矛先を向けざるを得
ない状況がある」と説明した。
　これに対し、舛添厚労相は「（追加経済対策で）大
きなファンドを組むための折衝をやりたい」と述べ
た上で、公立病院の存続に向けて「総務省とも連携
を取らなければいけない」とした。
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（4/3MEDIFAXより）

要介護認定の内部文書「確認でき次第、公
表」／舛添厚労相
　共産党の小池晃参院議員が、要介護認定の軽度化
が介護給付費の抑制につながると明記された厚生労
働省の「内部文書」の存在を指摘したことを受け、
舛添要一厚生労働相は４月７日の閣議後の会見で
「どういう文書だったか確認でき次第、公表したい。
内部でいろいろな会議を行うため、そこでの文書だ
ろうと思うが分からない」と話した。
　小池氏は２日の参院厚労委で「介護報酬改定に係
る平成２１年度予算要求関係スケジュール（案）」とす
る厚労省の「内部文書」を提示。要介護認定で「非
該当」とした１次判定が２次判定で重度化する割合
を１０％減らせば、約８４億円縮減できると記述されて
いるとした。
　また、別の文書の「要介護認定平成２１年制度改正
案」も挙げ、要支援２と要介護１について軽度者を
増やす方針が示されていると指摘。「要介護認定見直
しは給付費抑制を狙ったもの」とし、４月施行の中
止を求めた。（4/8MEDIFAXより）

代行請求支援や軽減措置を検討／オンライン
義務化で舛添厚労相
　レセプトオンライン請求の完全義務化に新たな例
外規定を設けることを可能とする「規制改革推進の
ための３か年計画（再改定）」が閣議決定されたこと
を受け、舛添要一厚生労働相は４月１日の衆院厚生
労働委員会で、「代行請求などいろいろなお手伝いを
し、また、軽減措置も考えていきたい」と述べ、義
務化によって地域の医療機関が廃業に追い込まれる
ことのないよう配慮するとした。内山晃氏（民主）
の質問に答えた。
　水田邦雄保険局長も「本来、ご自身でオンライン
請求していただくのが筋だが、手間や費用の面で賄
えない場合には代行請求の道も開いている」と述べ、
代行請求への支援策を検討していると説明した。
（4/2MEDIFAXより）

ＨＰＶワクチン公費負担に前向き姿勢／舛添
厚労相
　自民・公明両党のワクチン予防議連は３月３１日に
舛添要一厚労相と面談し、子宮頸がん対策と予防接
種制度の抜本改革を柱とする提言書を手渡した。議

連からは、坂口力会長、鴨下一郎会長代理、清水鴻
一郎事務局長が同席した。
　提言書を受け取った舛添厚労相は、ＨＰＶ（ヒト
パピローマウイルス）ワクチンの自己負担軽減措置
について「すぐに医療保険を適用するわけにはいか
ないと思うが、少子化対策の一環として予算措置す
ることは可能かと思う」と述べ、公費負担に前向き
な姿勢を示した。
　鴨下氏は「予防接種法が現状に対応できていない」
と指摘し、ワクチンの研究開発や予防接種のしやす
さなど「全体的に課題がある」と指摘。これに対し
て舛添厚労相は「産業振興と安全使用の両面をどう
するか考えたい。産業振興の観点では、優れたワク
チンを開発し、海外に輸出してもらいたい」と期待
感をにじませた。
　提出した提言書では①がん対策推進計画に「子宮
頸がんの検診と予防ワクチン接種の推進」を盛り込
み、各自治体が策定する計画に反映させる②ＨＰＶ
検査と細胞診の併用を推奨する③ＨＰＶワクチンと
検診について十分に啓発し、費用負担軽減措置を導
入する―の３項目を２００９年度中に措置するよう求め
ている。ワクチン行政改革の必要性にも触れており、
厚生労働省のワクチン行政一元化や、「ワクチン接種
推進基本法」の制定もしくは「予防接種法」の抜本
改革といった法的措置の必要性も盛り込んだ。
（4/1MEDIFAXより）

２２００億円撤回「各党で一致、その方向に」／
与謝野財務相
　与謝野馨財務相（経済財政、金融担当相）は３月
２６日の参院予算委員会で、社会保障費の自然増２２００
億円削減を撤回すべきとの質問に対し、「自民党も民
主党もほかの政党も、この点についてはほぼ一致し
ているのではないか。各党が一致していれば、政策
はそういう方向に行くのではないかと思う」と述べ、
２２００億円削減を継続することは難しいとの認識を示
した。民主党の蓮舫氏に対する答弁。
（3/２７MEDIFAXより）

オンライン化や特養への転換を支援／経済危
機対策、総額１５.４兆円
　自民党は４月９日、２００９年度第１次補正予算に向
けた「経済危機対策」を了承した。財政支出は１５兆
４０００億円程度で、事業規模は５６兆８０００億円程度に達
する。うち医療関係の施策を盛り込んだ「健康長寿・
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子育て」は、財政支出が２兆円程度、事業規模が２
兆８０００億円程度。１１年度のレセプトオンライン請求
義務化に向けた支援や、医療療養病床から特別養護
老人ホームなどへの転換支援など、懸案事項への対
策を打ち出した。公明党も同日、対策をおおむね了
承した。
　財源は、財政投融資特別会計の積立金や、建設国
債、経済緊急対応予備費を充てるほか、不足する場
合には、赤字国債の発行も視野に入れる。政府・与
党は２７日にも、０９年度補正予算案と税制改正関連法
案を国会に提出する予定だ。
　今回の対策の骨子は①緊急的な対策─「底割れ」
の回避②成長戦略─未来への投資③「安心と活力」
の実現─政策総動員④税制改正─からなる。具体的
な対策は、自民党の日本経済再生戦略会議がまとめ
た報告から多くを採用した。
　医療関係では、地域の医療課題の解決に向けて策
定する「地域医療再生計画」に基づき、都道府県が
医療圏単位で医療機能の強化や医師確保に向けた取
り組みを支援するとした。また、大学病院の機能強
化や、災害拠点病院の耐震化をはじめとする「医療
機関の機能・設備強化」にも取り組む。ＩＴ化の推
進では「レセプトの完全オンライン化を前提とした
支援」と明記したほか、遠隔医療の推進にも言及し
た。
　また、新型インフルエンザワクチンの開発・生産
体制を抜本的に強化し、全国民分のワクチンの開発・
生産期間について、現行では最大２年間かかるとこ
ろを、約半年に短縮する体制を５年以内に敷く。生
活習慣病の原因解明や予防・治療法の確立を目指し、
大規模疫学調査データとゲノム情報を融合した研究
も推進する。
　介護関係では、職員の処遇改善やスキルアップに
取り組む事業者に対し３年間助成するほか、地域介
護拠点の整備に対する助成・融資を３年間、拡大す
ることなども提示した。福祉・介護人材のキャリア
アップ支援として、離職者に対する職業訓練を無料
化するほか、それぞれの求職者に合わせた職場紹介
と定着支援を図る。子育て・教育支援の一環として、
女性特有のがん検診について自己負担の免除を打ち
出した。
　このほか、後期高齢者医療制度の被保険者のうち
所得が低い高齢者の保険料について、０８年度に引き
続き０９年度も８.５割軽減を継続すると明記した。
（4/１０MEDIFAXより）

医師派遣機能の強化へ奨学金／医療分野の経
済危機対策
　自民・公明両党は４月９日にまとめた経済危機対
策に、中長期的な成長を目指した医療分野の具体的
施策を示した。医師確保のための奨学金を活用する
ことで、医師が不足している地域や診療科に対する
医師派遣機能を強化するほか、医師事務作業補助者
を集中配置することによって、勤務医や看護師の勤
務環境の改善に取り組む。
　また、地域医療の再生に向けて救命救急センター
や新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の拡充を明記した。
ＮＩＣＵや回復期治療室（ＧＣＵ）の後方病床とし
て、重症心身障害児施設の整備も盛り込んだ。
　大学病院の周産期医療体制や救急医療環境などを
強化する方針も打ち出した。国立高度専門医療セン
ターへの先端医療機器の整備や財務基盤の安定化に
取り組むことも明記した。
　このほか、社会保障カード（仮称）の導入に向け
た環境整備など医療のＩＴ化を進める方針を盛り込
んだ。健保組合に対しては、ＩＴ化を推進するため
の財政支援を実施する。
　さらに、難病患者の負担軽減を図る観点から、医
療費助成制度の対象疾患を拡大。緊急性の高い疾患
を新たに同制度に追加する方針を示した。
（4/１０MEDIFAXより）

３年間で介護人材３０万人を確保／日本経済再
生への戦略プログラム
　自民党の日本経済再生戦略会議は３月３０日、雇用
対策など当面の緊急課題をまとめた「日本経済再生
への戦略プログラム」（中間報告）を大筋で了承した。
今後３年で、介護人材３０万人の確保をはじめとして
２００万人分の雇用を確保・創出する。中長期的に３％
程度の成長を目指すとした。
　対策の規模は過去最大級とするものの、「○○兆
円」と具体的な数値の記載は見送った。中間報告は
３１日に政審、総務会での了承を経て、同日中に麻生
太郎首相に提出。政府・与党が検討を開始する追加
経済対策に反映する。
　緊急対策については、１００年に１度の経済危機への
対応策として、職業訓練中の生活支援などの緊急雇
用対策などを充実させるほか、中小企業の資金繰り
支援などにも着手する考えを示した。
　また、中長期対策としては戦略プログラムを牽引
する優先的な主要１０施策を取り上げた。医療関係で
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は「健康長寿と子育てを支える質の高い生活コミュ
ニティの形成」を掲げ、地域医療の再生と最先端医
療技術の革新や、介護拠点の整備と処遇改善を通じ
た介護人材３０万人の確保の必要性を示した。
　この戦略プログラムを加速するための制度改革に
も言及しており、地域医療を再生するための「基金」
を創出するアイデアも１つの例として提示した。
　主要１０施策の推進と同時に「１２分野別施策メニュ
ー」も明示。「フロンティア分野」として、最先端の
医療技術の取り組みを、「地域を中心とした現場力の
再生」として、救急医療でのいわゆる「たらい回し」
の解消など、医療・介護・保育・少子化分野をそれ
ぞれ取り上げた。（3/３１MEDIFAXより）

地域医療再生へ「基金」、医師派遣システム
強化／経済再生戦略
　自民党の日本経済再生戦略会議が３月３０日にまと
めた「戦略プログラムを牽引する主要１０施策と達成
目標」では、地域医療の再生に向けて、２次医療圏
を基本に新たに「地域医療再生計画」を策定するこ
となどを柱とした「健康長寿の質の高い生活コミュ
ニティの形成」も盛り込んだ。地域医療再生のため
に「基金」を設置し、施設整備、医師派遣システム
の強化による医師不足解消などの取り組みを強力に
支援する。
　中間報告では、地域医療の現状について、医療機
能が細切れで医師の専門性が発揮できず、処遇面の
課題なども相まって地域での医師不足が深刻化して
いると分析。結果として、住民が満足なサービスを
受けられていないと指摘した。
　その上で、新たに地域医療再生計画を策定し基金
も創設するとした。基金は、大学病院など基幹病院
に対し、奨学金の設定や寄付講座を支援するほか、
地域の病院に対しては、産科の強化などに協力する
ことで、患者の安心につなげるという構想。
　また、３年以内に医師事務作業補助者２万人規模
の雇用創出も検討。こうした取り組みを通じ、医療
分野で３年間で１８万人、２０２５年時点で最大１１２万人の
雇用創出を図るとした。
　一方、介護分野では、施設の入居待ちが大量に存
在するほか、療養病床廃止に伴う受け皿づくりの必
要性を指摘。さらに、他産業と比較して低水準の賃
金体系で、能力や実績に応じたキャリアパスが見え
づらいなどの課題を列挙した。
　その上で、介護拠点を３年間前倒して集中的に整

備するほか、処遇改善に向けた緊急措置と介護職員
のキャリアパスを提示するとした。こうした対策を
通じて、１２年度の介護報酬改定時に「キャリアアッ
プに対応した介護報酬体系を構築」するとした。３
年間で３０万人の雇用創出を目指すほか、入居待機者
解消にも取り組む。
　また、３年以内に医療機関・薬局のレセプトオン
ライン化を実現するほか、３年以内をめどに社会保
障カードを導入するとした。
　このほか、全国民分の新型インフルエンザワクチ
ンの開発・生産期間を半年に大幅短縮する体制を５
年以内に整備する目標も盛り込んだ。
（3/３１MEDIFAXより）

救命センター２３施設増、ＮＩＣＵも５００床増
／経済再生戦略
　自民党の日本経済再生戦略会議が３月３０日にまと
めた「戦略プログラム１２分野別施策メニュー」では、
直ちに事業化するプロジェクトとして、３年間で救
命救急センターを２３施設増やし２３７カ所まで拡充す
ることなどを盛り込んだ。
　新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）についても２５００床
から３０００床まで増床する。また、災害拠点病院や社
会福祉施設の耐震化を図るほか、土砂災害の危険性
がある病院や老人ホームへの対策も掲げた。
　救急医療については、高規格救急車や消防団救助
資機材搭載型車両の整備を集中的に推進。検討中の
プロジェクトとしては、ＩＴ技術を活用した救急・
周産期医療情報ネットワークの構築に言及。救急現
場と消防機関、医療機関の間で情報を効率的に共有
するシステムを検証し、いわゆる「たらい回し」な
どの解消を目指す。
　さらに、地域医療の連携に向けて、電子カルテの
導入補助や遠隔医療の推進、高速ブロードバンド網
を整備する。遠く離れた住民の健康状態情報をサー
ビス事業者が共有して遠隔地から見守るシステムの
構築も図る。（3/３１MEDIFAXより）

オンライン代行請求、費用負担軽減を／自
民・特命委員会
　自民党の「日本の活力創造特命委員会」は３月２４
日、２００９年度補正予算の編成をにらみ、レセプトオ
ンライン請求義務化に対する医療機関の支援策など
を盛り込んだ「日本の活力総合戦略」をまとめた。
今後、同党の日本経済再生戦略会議に報告する。
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　１１年度から原則義務化されるレセプトオンライン
請求の義務化については、「診療所・薬局などにおい
て、レセプトオンライン化に必要な設備投資や代行
請求を利用する際の費用負担を軽減し、オンライン
化を促進する」と明記した。ＩＴ化関連では、医療
計画に基づく医療機能の分化、連携を促すため、電
子カルテや遠隔医療システムなどの医療機関への導
入促進策を講じるべきとした。
（3/２６MEDIFAXより）

オンライン化「十分な配慮を」／自民・厚労
関係幹部会
　自民党の丹羽雄哉・元総務会長（元厚生相）や鈴
木俊一・社会保障制度調査会長（元環境相）ら厚生
労働関係の幹部議員は３月１９日、会合を開き、２０１１
年度から原則的に義務化が予定されているレセプト
のオンライン請求によって、地域の医療機関などが
廃業に追い込まれないよう十分配慮することで意見
が一致した。今後はオンライン請求義務化が明記さ
れている「規制改革推進のための３か年計画」の閣
議決定の見直しに向けて、具体的な対応策など詰め
の作業を行う。
　公明党の医療制度委員会（委員長＝福島豊・衆院
議員）も同日、オンライン請求義務化によって、地
域医療がこれ以上崩壊することがないよう、厚生労
働省の担当者に柔軟な対応を求めた。
（3/２３MEDIFAXより）

処遇改善の報告を義務付け／野党４党、介護
報酬１０％増法案を提出
　野党４党（民主・共産・社民・国民新）は３月２６
日、介護報酬を１０％引き上げることを柱とした「介
護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を参院
に提出した。政府の介護報酬改定３％増に新たに
７％増を追加し、介護職員の給与増など処遇改善を
図る。
　野党４党は、介護職員の賃金引き上げには３％増
では不十分だと判断。１人当たり月額４万円の賃金
引き上げを実現するために７％増を加え、計１０％増
の大幅な介護報酬引き上げを求めている。
　法案によると、介護報酬増が賃金引き上げに反映
されたかどうかを確認するため、事業者に対して、
市町村に処遇改善の実施状況を報告するよう義務付
ける。さらに、事業者が改善策を講じなかったり不
正を行ったりした場合には、市町村が助言や勧告、

立ち入り検査、介護報酬の支給停止などをできるよ
うにした。
　介護報酬引き上げの財源は全額国費を投入する。
保険料の引き上げは行わず、利用者負担も上がらな
いようにする。介護保険制度の抜本的な見直しが行
われて介護人材の確保に支障がなくなった段階で、
この法律を廃止する。（3/２７MEDIFAXより）

医師不足対策に５０００億円／民主、総額２０兆円
超の緊急経済対策
　民主党は４月８日、医師不足対策に５０００億円を投
入するなど２年間で総額２０兆円超となる緊急経済対
策を発表した。医療関係では医師、看護師の不足解
消や介護労働者の賃金アップ、病院の耐震化などを
挙げている。財源は埋蔵金の活用や国の非効率な事
業を「ゼロベース」で見直すことなどで捻出すると
している。
　社会保障関係には４.５兆円を投入する。医師不足対
策では、救急や周産期などでの勤務医の待遇改善を
図るため助成を拡充。就業環境の改善によって潜在
看護師の就労促進を図るほか、コ・メディカルや事
務員の増員を通じて医師などの負担を軽減させる。
　また、介護報酬を７％アップさせて介護職員の処
遇改善を図るほか、ドクターヘリの導入促進や、中
学生までの医療費無料化、新耐震基準を満たしてい
ない病院の耐震化などを加速させる。
（4/9MEDIFAXより）

自立支援医療「応益」から「応能」へ／民
主・障がい者政策中間報告
　障害者の自立支援医療の定率１割負担を廃止し、
利用者の所得能力に合った負担にすることなどを柱
とした民主党の「障がい者政策ＰＴ中間報告」が３
月１８日、同党の次の内閣閣議で了承された。同党は
今後、中間報告を基に法案の提出も視野に検討を進
める。
　中間報告では、現行の障害者自立支援法は国民的
な合意が得られないまま利用者負担が増額するなど
混乱を招いたと指摘。さらに、政府・与党が行った
利用者負担の引き下げなど、激変緩和措置は小手先
の改革で抜本的な制度改正が必要としている。
　中間報告では定率１割負担（応益負担）を廃止し、
更正医療、育成医療について自立支援法以前の負担
水準を勘案し、利用者の所得能力に合った応能負担
とすることを求めている。
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　また、現行の難病対策について、難病の調査研究
や患者の医療費負担の軽減を柱とした法制度を整備
する。諸外国と比べＧＤＰ比で国民負担率が低いと
される障害者関係予算を充実するため、財政的な数
値目標を定めるとしている。（3/１９MEDIFAXより）

中医協支払い側委員に伊藤文郎氏／松浦氏の
後任
　厚生労働省は４月５日付で、中医協の新たな支払
い側委員に愛知県津島市長の伊藤文郎氏を任命する
人事を発令した。３期６年にわたり支払い側委員を
務め、任期満了により４日付で退任した松浦稔明氏
（香川県坂出市長）の後任となる。任期は２年。
（4/7MEDIFAXより）

医療職種の役割分担「検討の場、設置を」／
医道審、８年ぶり開催
　厚生労働省は３月１８日、医道審議会を開いた。医
道審を開くのは２００１年の初会合以来２回目で、０８年
から薬剤師分科会が加わり８分科会となった。会長
には金澤一郎・日本学術会議会長を選出した。
　同日は、医師と看護職員の役割分担について構成
員から意見が集中した。
　金澤会長は「この問題はきちんと議論したほうが
いい」と話し、医師と他職種の役割分担や看護師の
裁量権拡大について検討の場を設置すべきとした。
　厚労省は同日の会合で、分科会の活動状況などを
報告した。医道審は現在、①医道分科会②医師分科
会③歯科医師分科会④保健師助産師看護師分科会⑤
理学療法士作業療法士分科会⑥あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会⑦薬
剤師分科会⑧死体解剖資格審査分科会―の８分科会
を設置。各職種の分科会には、国家試験改善や国試
出題基準改定、臨床研修などの部会が設置されてい
る。
　これまで医師分科会には「医師臨床研修検討部会」
と「医師臨床研修部会」が設置されていたが、新医
師臨床研修制度の創設について検討していた医師臨
床研修検討部会は臨床研修部会に統合する。
　厚労省は、２月にまとまった「臨床研修制度のあ
り方等に関する検討会」報告書など臨床研修制度の
検討状況についても報告した。
（3/１９MEDIFAXより）

後期高齢者「名称変更速やかに」／高齢者医
療の検討会、議論の整理
　舛添要一厚生労働相が設置した「高齢者医療制度
に関する検討会」は３月１７日、事務局が示した「議
論の整理」案を大筋で了承した（資料１、後掲３８ペ
ージ）。「後期高齢者医療制度」などの名称を速やか
に見直す必要性を指摘したが、年齢区分や財政調整
の在り方などの主要課題については委員の意見を列
挙し、「選択肢を具体的に示し、今後の国民的な議論
に供する」としている。
　制度見直しについては、与党のプロジェクトチー
ム（ＰＴ）も近く方向性をまとめることになってい
る。舛添厚労相は「与党ＰＴの方向性も踏まえ、政府・
与党一体となった案に取りまとめたい」と述べた。
　「議論の整理」では、年齢区分について「やむを得
ない」とする意見とともに、①全年齢による財政調
整②前期高齢者の財政調整を後期高齢者にも拡大③
後期高齢者医療制度の対象を６５歳以上に拡大④７５歳
以上の被用者保険本人を被用者保険に残す―などの
意見を列挙した。
　後期高齢者医療制度の医療サービスについては
「新たな医療サービスの提供が十分でなかったこと
が、高齢者の不満の原因の１つ」とし、高齢者担当
医やきめ細かな訪問医療、医療と介護の連携などを
課題に挙げた。（3/１８MEDIFAXより）

大臣のガバナンス強化に意欲／舛添厚労相、
在り方懇の最終報告で
　厚生労働行政の在り方に関する懇談会は３月３０
日、最終報告を取りまとめた。厚労省の組織の在り
方として、意思決定から運営・管理までを適切に行
うシステム（ガバナンス）の強化などをうたってい
る。会合に出席した舛添要一厚労相は「大臣のガバ
ナンス強化は、ぜひ制度として実現させたい」と意
欲を示した。
　報告書は２００８年１２月に公表した中間報告後、検討
課題となっていた行政組織・体制の在り方に関する
提言を追加した内容となっている。基本的視点とし
てガバナンス機能の強化のほか、①現下の新しい政
策課題に取り組むことができるようにする体制②既
存組織の活用などによる組織の肥大化の防止③政府
全体としての効率化の一層の推進と各府省への配分
の見直しなど―を据えた。具体的な提言として、大
臣が主宰する「政策推進会議」の設置や補佐スタッ
フの充実、政策統括官組織の強化、プロジェクトチ
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ームや対策本部の活用などを挙げている。
　医療・介護関連では、医政、保険、老健の３局が
統一された方針の下に政策を立案・実施する組織体
制の必要性を指摘。１２年の診療報酬・介護報酬同時
改定を見据え、速やかに体制整備を図るよう提言し
ている。また、医療職種に着目して編成されている
現在の組織について「利用者（患者）の立場に立っ
た行政を進めるという視点から、資格の管理だけで
なく、その資格が行うサービスの向上について正面
から取り組む体制とすべき」としている。
　持続可能な社会保障構築と安定財源確保に向けた
「中期プログラム」の取りまとめを受け、「給付と負
担の適切な関係を前提とした安定財源の確保、区分
経理を前提とした予算・決算の仕組みの検討」など
に早急に取り組むべきだとした。
　厚労省は、行政運営に関する提言をまとめた中間
報告を受けて、改革の工程表を公表し具体化に取り
組んでいる。今後は最終報告に盛られた内容を工程
表に落とし込むとしている。（3/３１MEDIFAXより）

医療機関での職員認証の必要性／社会保障カ
ード活用のシナリオ
　「社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」
の作業班が４月２日の同検討会で、社会保障カード
の医療機関での活用に関するシナリオを示した。患
者の提示したカードを利用して医療機関の職員が保
険資格確認をする場合、保険者の所有するデータと
医療機関を中継する「中継データベース（ＤＢ、仮
称）」が、担当した医療機関職員を認証する必要があ
ると指摘した。
　認証の具体的な方法として①中継ＤＢが直接、医
療機関職員を認証する②医療機関内のシステムが職
員認証し、中継ＤＢが医療機関の認証を行う―を挙
げた。作業班班長の山本隆一委員（東京大大学院准
教授）は「班内では②の案が妥当とする意見が多い」
と述べた。
　シナリオでは医療・介護分野の共通番号として「保
健医療番号」をカード券面または別紙に記載するこ
との有用性も指摘している。地域医療連携での共通
ＩＤとしての利用が可能となるほか、保険者間の異
動変更時の事務処理、医療保険者と介護保険者の連
携事務処理の簡素化などのメリットを挙げている。
　保健医療番号はカード内のＩＣチップには収録せ
ず、通常の保険資格確認でも利用しないとしている
が、長期入院患者などの場合には、事前の資格確認

の際に取得した保健医療番号を利用して、被保険者
資格の有無など最低限度の情報を確認できる仕組み
も検討すべきだとした。
　保健医療番号が可視化されることによる個人情報
面でのリスクも指摘し、「制度的・技術的な対応を検
討する必要がある」とした。
　保健医療番号を使った保険請求は「想定していな
い」としたが、将来的に環境を整備する場合は、番
号を所有者本人の意思で変更できるかどうかについ
ても併せて検討する必要性を指摘した。
（4/3MEDIFAXより）

日本脳炎、幼児の定期接種再開へ／検討会が
提言、新型ワクチンで
　厚生労働省の予防接種に関する検討会は３月１９
日、２月に正式承認を受けた乾燥細胞培養日本脳炎
ワクチン「ジェービックＶ」を定期予防接種ワクチ
ンとして対象に加え、第１期（標準年齢３－４歳）
に限り定期化する必要があるなどとする提言をまと
めた。厚労省は同日、予防接種実施規則を改正する
省令案を提示。３月末からパブリックコメントを募
集し、２００９年夏の流行期までに再開させたい考えだ。
　日本脳炎の定期接種をめぐっては、現行のマウス
脳由来のワクチンと急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）
との間に因果関係があるのではないかと指摘され、
０５年５月に厚労省が積極的な接種勧奨を差し控える
よう通知。以降、定期接種は事実上中断している。
　提言では、積極的な接種勧奨の差し控え以降、接
種を受けられなかった幼児で日本脳炎に対する抗体
保有率が低くなっている一方、国内でも罹患のリス
クは依然として存在すると指摘。「ジェービックＶ」
を速やかに定期接種のワクチンとして使用できるよ
うにすることが必要とし、日本脳炎ワクチンの接種
を一度も受けたことがない３－６歳の子どもに優先
的に接種することが望ましいとした。
　ただ、供給量が限られていることなどから、「現段
階においては積極的に勧奨する段階には至っていな
い」とし、自治体に対して積極的な接種勧奨は求め
ない方針だ。また、第２期（標準年齢９歳）につい
ては有効性や安全性が確立していないとして、定期
接種のワクチンに位置付けることは困難と明記。現
行のワクチンは当面存続させ、「ジェービックＶ」に
ついては、知見を収集して検討を続けるとした。
（3/２３MEDIFAXより）
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再生医療提供の枠組み、議論開始／厚労省検
討会
　増加が予想される再生医療製品を広く迅速に患者
に提供するための仕組みを検討する厚生労働省の
「再生医療における制度的枠組みに関する検討会」の
初会合が４月６日、開かれた。２００９年度は、患者か
ら採取した自家細胞を別の医療機関で培養・加工す
ることについて検討する。加工医療機関の細胞加工
施設（ＣＰＣ）の施設基準や人員基準などが主な論
点となる。座長には、永井良三委員（東京大大学院
医学系研究科循環器内科教授）が選出された。
　検討会は、２月に開かれた「革新的創薬等のため
の官民対話」で舛添要一厚生労働相が設置を指示し
た。再生医療を進める上で最適なルールを整理し、
実用化を後押しするのが目的。
（4/7MEDIFAXより）

「救急医療体制の整備」など重点評価／厚労
省の０９年度政策評価
　厚生労働省の「政策評価に関する有識者会議」は
３月１６日、２００９年度に実施する政策評価について同
省から報告を受けた。０９年度の事後評価の重点課題
として救急医療体制の整備や医師養成数の増員など
２０課題を挙げた。
　厚労省は０８年度内に事後評価の実施計画を策定
し、７月下旬－８月にかけて、０８年度に行った施策
の事後評価結果を取りまとめる予定だ。
　重点課題にはこのほか、高齢者医療制度の見直し
や医療研究の活用、レセプトの電算化とオンライン
請求の普及促進などが入った。
　厚労省は各年度の施策を評価する「事後評価の実
施計画」を毎年策定している。０９年度は達成水準の
明確化やアウトカムの指標化の観点から評価の見直
しを実施。施策目標の下にある個別目標を整理・統
合し、従来の１９９項目から１５５項目に減らすなどした。
（3/１７MEDIFAXより）

高度医療、診療所も実施可に／評価会議、要
件見直し了承
　厚生労働省の高度医療評価会議は、３月２６日、「高
度医療評価制度」の実施機関の要件などに関する見
直し案を了承した。①緊急時対応が可能な体制②医
療安全対策に必要な体制―を持つ場合、診療所でも
実施を可能とする。
　同制度は、薬事法上未承認などの医療機器・医薬

品を用いた先進医療技術について、一定の条件の下
に保険診療との併用を認める仕組み。
（3/２７MEDIFAXより）

公共的な空間、原則全面禁煙に／厚労省検討
会が報告書
　厚生労働省は３月２４日、「受動喫煙防止対策のあり
方に関する検討会」の報告書を公表した。基本的な
方向性として、多くの人が利用する公共的な空間は
原則として全面禁煙にすることを求める一方、喫煙
者や飲食・旅館などの業者に配慮し、「社会情勢の変
化に応じて暫定的に喫煙可能区域を確保することも
とり得る方策の１つ」とした。
　報告書では、施設や区域で具体的に進めるべき施
策として、①国と地方公共団体は、全面禁煙とすべ
き施設・区域を示す②国は受動喫煙防止対策の取り
組みについて、進捗状況や実態を把握する③施設管
理者や事業者は、全面禁煙が難しい場合でも、適切
な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める④喫煙可能
区域を確保した場合には、そこに未成年者や妊婦が
立ち入らないようにする措置を講ずる⑤従業員を健
康被害から守るための対応について検討を深める―
などが必要と指摘している。
　また、今後の課題として、職場での受動喫煙防止
対策の検討や、たばこ価格・たばこ税の引き上げに
よる喫煙率低下の実現などを挙げている。
（3/２６MEDIFAXより）

４月１日付で８健保組合が解散
　厚生労働省は３月２７日、２００９年４月１日付で８つ
の健康保険組合が解散すると発表した。
　解散するのは、埼玉県内の運送業者５００社でつくる
「埼玉県トラック」や福島県の観光サービス業「常磐」
など８組合。厚労省保険局保険課は解散理由につい
て、①従来も保険料率が協会けんぽ以上だったため
健保組合を維持するメリットが薄れていた②今後も
標準報酬の伸びが期待できない中で医療費の増加や
医療保険制度の改正による納付金などで財政が厳し
い③組合規模が小規模―の３点を挙げている。
　８組合が解散することにより、０９年４月１日現在
の健保組合の総数は１４８５となる。
（3/３０MEDIFAXより）

社会医療法人、０８年度の認定は３４法人
　厚生労働省は３月３１日、社会医療法人制度がスタ
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ートした初年度の２００８年度の認定は、２１道府県・３４
法人だったことを明らかにした。４月１日には、神
奈川と埼玉にまたがる社会医療法人も認定される見
通しだ。これで４月１日時点での認定は１０法人増え
て２７都道府県・４４法人となる。２年目に入る社会医
療法人制度について厚労省は「今後も都道府県から
報告が上がってくることが予測される。順調に推移
している」（医政局指導課）としている。
　初年度の業務区分で最も多いのは、圧倒的に救急
医療。しかし、認定要件を何とかクリアした法人か
ら、救急搬送件数が３０００件を超える法人までばらつ
きが大きいのが実態だ。
　初年度認定分の法人形態の内訳は、一般医療法人
が５法人、特定医療法人が１６法人、特定・特別医療
法人が１１法人、特別医療法人は２法人だった。制度
スタート時点では、特定・特別医療法人から順次、
社会医療法人への移行が予測されたが、実際には一
般医療法人からの参入が予想以上に早い時期から進
み、へき地医療を業務区分にした診療所の社会医療
法人への移行も始まった。（4/1MEDIFAXより）

医療法人の「日中一時支援事業」を容認／厚
労省が通知
　厚生労働省医政局は、障害者らの一時預かりなど
を行う「日中一時支援事業」を医療法人の付帯業務
として認めることを決め、３月３１日付で局長通知を
都道府県に発出した。構造改革特区での要望を踏ま
え、同事業を「保健衛生に関する業務」に加えた。
児童福祉法一部改正に伴い第二種社会福祉事業とな
った「乳児家庭全戸訪問事業」など５事業について
も、付帯業務として認める。施行は４月１日。
　日中一時支援事業は、家族の休息などを目的に障
害者らの日中の活動を支援する事業。２００６年の障害
者自立支援法の施行前は第二種社会福祉事業に位置
付けられ、医療機関による実施も認められていたが、
法施行により実施できなくなっていた。このため岐
阜県が構造改革特区（第１３次）で医療機関でも実施
できるよう規制の見直しを要望していた。
　児童福祉法改正で、全医療法人が実施できる「第
二種社会福祉事業」に加わったのは、①乳児家庭全
戸訪問事業②養育支援訪問事業③地域子育て支援拠
点事業④一時預かり事業⑤小規模住居型児童養育事
業―の５事業。
　このほか、従来「保健衛生に関する業務」にあっ
た「乳幼児健康支援一時預かり事業」は「病児・病

後児保育事業」に名称変更した。
（4/１０MEDIFAXより）

厚労省、専認機構へ財政支援／専門医制の
「客観的な評価機関」
　厚生労働省は、各学会の専門医制度を客観的に評
価できる機関として日本専門医制評価・認定機構（専
認機構）を支援する方針を決めた。２００９年度から財
政的な支援を開始する。予算規模は２０００万円。厚労
省は「専門医の質が担保された上で適正な配置が行
われなければ、専門医制度に基づく国の施策に対し
て国民の理解は得られない」（医政局総務課）として
おり、専認機構に対して、専門医認定制度の確立を
はじめ、認定基準の是正や研修施設の評価について
検討するよう求めていく。
　現行の専門医制度について、厚労省は①専門医の
質②専門医の数③専門医制度の位置付け④専門医制
度の認知―の４点を課題としてとらえている。「専門
医制度の位置付け」については、初期臨床研修終了
後の後期研修と専門医制度との関係があいまいな点
に問題意識を持っている。
　また、学会によって認定基準が異なる現状につい
ても是正が必要と考えているほか、必要な専門医数
が不明・未検証であることが、産婦人科や外科など
特定の診療科で医師不足を招いた原因の１つではな
いかとみている。
　こうした課題を是正するため厚労省は、専門医の
必要数・適正数を明確化する基盤づくりを支援する
方針。将来的には、各学会の専門医の必要数・適正
数を一括するデータベースの構築を目指すべきとし
ている。
　さらに、厚労省は必要数・適正数とは別に、専門
医の「養成数」についても明らかにすべきとしてお
り、①医療機関は、現状の症例数や指導体制などか
ら養成できる専門医数を明らかにする（後期研修医
募集に当たって適切に対応する）②専認機構と各学
会は、症例数・地域偏在を考慮し、専門医研修施設
の配置や、施設ごとの養成数の検討に関与する―こ
となどが必要としている。（4/9MEDIFAXより）

時間外の特別料金徴収、増加傾向／厚労省、
選定療養の届出調査
　救急外来患者の時間外受診の増加を受け、軽症の
救急患者に対して時間外の診療自粛を促すため、特
別料金を徴収する病院が増えている。厚生労働省が
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３月２５日の中医協総会で報告した選定療養の届出状
況では、２００５年７月で１２３施設だったのが０８年７月に
は２１２施設に増加した。
　時間外診療での選定療養の届出は、山形大病院や
群馬大病院など国立大学病院をはじめ、岡山赤十字
病院、徳島赤十字病院、前橋赤十字病院などの公的
病院、焼津市立総合病院、藤枝市立病院などの自治
体病院で広がっている。
　厚労省の届出調査によると、２００床以上病院での初
診の特別料金についても、０５年７月の１１３４病院から
０８年７月は１１８０病院と増加傾向となっている。
　一方、入院期間が１８０日を超える入院での特別料金
を徴収している施設は、０５年７月に７２５３施設あった
のが、０８年７月には４２９７施設と減少傾向が顕著だ。
徴収料金（１人１日当たり）の最高額は６３６０円とな
っている。（4/１０MEDIFAXより）

ハローワークに「福祉人材コーナー」／医
療・介護の人材確保を強化
　厚生労働省は４月８日、医療や介護などの福祉分
野の人材確保を強化するため、各都道府県の主要な
ハローワーク５４カ所に「福祉人材コーナー」を設置
すると発表した。４月から順次設置を進める。
　福祉人材コーナーでは、福祉分野への就業を希望
する人を対象に、セミナーや事業所の見学会を開催
するほか、事業者に対しては求人充足に向けたコン
サルティングや雇用管理の改善、人材確保に関する
セミナーを行う。（4/９MEDIFAXより）

高齢者医療制度「理解進んでいる」／水田保
険局長
　厚生労働省の水田邦雄保険局長は３月１７日の参院
厚生労働委員会で、後期高齢者医療制度について「最
近の世論調査の結果を見ると、制度に対する一定程
度の理解が進んできている」と述べた。古川俊治氏
（自民）の質問に答えた。
　水田局長は「日経新聞、日本医療政策機構の世論
調査で７０歳以上の高齢者の過半数が現行制度のまま
の存続、あるいは見直して存続という調査結果だっ
た」と述べ、制度は定着してきているとした。
　理解が進んだとする理由については、低所得者に
対する保険料の軽減措置や保険料の支払い方法を口
座振替も可能にしたことや、新聞・テレビによる広
報の実施などを挙げた。その上で「高齢者の心情に
も配慮しつつ、より良い制度への改善に向けて、引

き続き幅広い議論に努めていく」とした。
（3/１８MEDIFAXより）

次期改定も「病院に軸足」／佐藤医療課長
　厚生労働省保険局医療課の佐藤敏信課長は３月２１
日、北海道病院協会の研修会で講演し、次期診療報
酬改定の方向性について「前回の改定もそうだが、
病院に軸足を置いた改定の方向性は変わらないだろ
う」と述べた。
　その上で、「どの診療科がどの程度厳しい状況に置
かれているのか、その状況を解消するには診療報酬
のどの項目を改定すればよいのか、データを示して
取り組む必要がある。そのためには部門別収支を将
来的に出していかなければならない」と述べた。
（3/２４MEDIFAXより）

地域医療損なわないよう留意を／社保病院で
専門家会議が報告書
　社会保険庁の「社会保険病院等に関する専門家会
議」は３月２３日、報告書を取りまとめた。同会議は
社会保険病院や厚生年金病院の整理合理化を進める
際、病院経営の評価や地域医療で担う重要な病院機
能を検討する目的で２００７年１１月に設置した。報告書
は社会保険病院などが地域医療に果たしてきた役割
を評価し、社保庁に対しては今後の改革に向けて、
各病院の経営面、機能面の評価も踏まえながら、地
域の医療提供体制を損なわないことや、安定的な経
営に留意することを求めている。
　ただ、社会保険病院と厚生年金病院の６３病院は０８
年１０月から年金・健康保険福祉施設整理機構（ＲＦ
Ｏ）が保有し、３月６日には厚生労働省がＲＦＯに
具体的な売却方法を通知で指示している。
（3/２４MEDIFAXより）

財政審、骨太０９へ議論開始／社会保障と財源
で海外調査へ
　財政制度等審議会は３月１７日、財政制度分科会・
財政構造改革部会を開き、２０１０年度の予算編成に向
けた議論を開始した。政府が６月までにまとめる「骨
太の方針０９」を念頭に当面の財政運営の在り方につ
いて審議を重ね、考え方を取りまとめる。有識者ヒ
アリング、海外調査、地方懇談会を積極的に活用し、
重要課題を中心に審議する考えだ。
　事務局は同日の会議に、「当面の運営方針につい
て」（案）を提示。今後の審議事項として、①景気後
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退下における財政運営②高齢化の下での社会保障制
度とその財源③地方行財政の在り方と地域の活性化
④その他の重要事項―を取り上げた。
　このうち社会保障制度とその財源については、２
月下旬－３月下旬にかけて、北米（アメリカ、カナ
ダ）、欧州（イギリス、ドイツ、フランス、イタリ
ア、スウェーデン、ＥＵ）で海外調査を実施。その
結果を参考にして、審議を進める考えを示した。
　海外調査では、各国の社会保障費支出状況や将来
見通し、財政状況に与える影響を把握するほか、制
度の財源構成についても調査する。さらに、制度効
率化のための取り組みや今後の改革の予定のほか、
給付水準・負担の在り方についてのスタンス・国民
意識についても研究する。（3/１８MEDIFAXより）

ＮＩＣＵ増床に「財政支援を」／東京都が厚
労相に緊急要望
　東京都は３月１７日、舛添要一厚生労働相に対し、
新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の整備促進に向
けて診療報酬の大幅な引き上げと国庫補助の充実な
どを求める緊急要望書を提出した。厚生労働省を訪
れた猪瀬直樹副知事に対し、舛添厚労相は「背景の
問題は山ほどある。医療体制全体の抜本的な見直し
が必要で、今後検討を進めたい」と答えた。
　都は要望書の中で、ＮＩＣＵの収支が現在の運営
費補助金投入後も１床当たり７００万円以上の赤字が
生じているとする収支モデル分析の結果を示した。
その上で、ＮＩＣＵの診療報酬を実態に合わせて引
き上げることや、総合周産期母子医療センターの国
庫補助の算定基準にＮＩＣＵ数を加えること、地域
周産期母子医療センターに対してもＮＩＣＵ数を算
定基準とした国庫補助制度を創設することなどを求
めた。
　舛添厚労相との会談で猪瀬副知事は、厚労省の懇
談会が取りまとめた報告書でＮＩＣＵを最大で現状
の１.５倍程度に増やす方針が盛り込まれたことにつ
いて、「ベッドを増やしても赤字が増えるだけ。イン
センティブが必要だ」と指摘し、財政支援を強く求
めた。（3/１８MEDIFAXより）

オンライン請求問題で三師会の請願採択／兵
庫県議会
　兵庫県議会は３月２４日の本会議で、レセプトのオ
ンライン請求義務化について慎重な対応を求める意
見書を採択し、同日付で関係省庁などに送付した。

兵庫県医師会、兵庫県歯科医師会、兵庫県薬剤師会
の三師会は２月２５日に同県議会に対し、意見書の採
択を請願していた。
　意見書は、オンライン請求の義務化によって廃院
に追い込まれる医療機関が現れ、地域医療がさらに
危機的な状況に陥ると懸念。実施時期の延期や支援
措置の検討など、国に対して慎重できめ細かな対応
を求めている。（4/5MEDIFAXより）

市立病院休止でリコール成立、市長失職／千
葉・銚子の住民投票
　千葉県銚子市の市立総合病院の休止問題を争点
に、岡野俊昭市長のリコール（解職請求）の是非を
問う住民投票は３月２９日投票、即日開票の結果、賛
成票が有効投票の過半数に達しリコールが成立、岡
野市長は失職した。
　リコールに賛成が２万９５８票、反対が約半分の１万
１５９０票だった。
　地域の公的医療の存続を望む住民の強い意思が示
された形だ。全国の公立病院の７割は赤字経営に苦
慮しており、各自治体に大きな影響を与えそうだ。
投票率は５６.３２％。
　５０日以内に出直し市長選が行われる。
　岡野市長は２００６年７月、病院存続を公約に掲げ初
当選したが、国の臨床研修制度による派遣医師の引
き揚げで医師が激減。病院は経営難に陥り、０８年９
月末に休止した。
　ベッド数３９３を持つ地域の中核病院の休止決定に、
市民の会がリコール運動を展開。０９年２月、有権者
の３分の１を超える約２万３０００人分の署名を集め、
リコールの本請求をした。
　市民の会は「病院休止は計画性を欠き、６０００人を
超える“医療難民”を生み出した」などと主張。市
長は「市の財政状況は厳しく、追加支援は不可能で
やむを得ない決断。民営による再開を目指し、新た
な受け入れ先の選定も進んでいる」と反論していた。
【共同】（3/３１MEDIFAXより）

「総合周産期」返上を打診／愛育病院、医師
確保困難で
　東京都から早産などハイリスクの妊産婦を２４時間
体制で受け入れる「総合周産期母子医療センター」
に指定されている愛育病院が、複数の医師による当
直が困難なことなどから、都に指定の解除を打診し
たことが３月２５日、都や病院への取材で分かった。
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愛育病院は必要な医師数が少なくて済む「地域周産
期母子医療センター」への指定見直しを希望し２４日、
都に意向を伝えた。都は医療体制に大きな影響が出
るため、病院側と協議している。愛育病院によると、
１５人の産科医のうち３人が子育てなどのため夜間勤
務ができないという。
　３月中旬、三田労働基準監督署は労働基準法に基
づく労使協定（３６協定）を結ばず、医師に長時間労
働をさせていたとして、是正を勧告。これを受け病
院側は「各医師に法定の労働時間を守らせると、医
師２人による当直は難しい」（中林正雄院長）と判断
した。
　都の基準では、「総合」は新生児集中治療室（ＮＩ
ＣＵ）などを備え、２４時間複数の産科医が勤務する
ことが必要。一方「地域」では夜間、休日での複数
医師勤務は求められていない。
　都は、愛育病院を含む９病院を「総合」に、１４病
院を「地域」にそれぞれ指定。都内を８ブロックに
分けているが、都は「愛育病院のブロックに総合は
１つしかない。ほかの病院がすぐ代わりを務めるこ
とも難しい」と困惑している。愛育病院が取り扱う
分娩数は年間約１８００。【共同】（3/２７MEDIFAXより）

救急医４人が一斉辞職／鳥取大、激務や人員
不足
　鳥取大病院救命救急センター（鳥取県米子市）の
八木啓一教授ら救急医４人全員が３月末、一斉に辞
職する。激務による心身の疲労や人員不足、病院へ
の不満などが理由。八木教授は「体力、気力が限界。
辞めて訴えるしかなかった」としている。
　センターは、生命の危険がある重症患者を２４時間
態勢で受け入れる３次救急医療機関。
　八木教授と准教授、若手医師２人が所属する救急
災害科は、２００６年秋に医師２人が辞職して以降、負
担が増加。若手医師は、地域の病院への応援を含め
月約１０回の当直が常態化していたという。
　０４年から臨床研修先を自由に選べるようになった
影響で、鳥取大病院は研修医が都市部に流出するな
どして激減。研修後に救急災害科を希望した医師は
「１人だけ」（八木教授）だった。
　ほかの診療科からの応援医師３人と計７人で当直
を回していたが、若手医師２人が０８年夏「ここにい
たら忙殺される。外で腕を磨きたい」と辞職を申し
出て、八木教授と准教授も辞意を固めた。
　病院は後任の教授を確保したが准教授は未定。ほ

かの科の医師を救急災害科に所属変更するなどし、
４月以降の患者受け入れに支障はないとしている。
　母校の鳥取大で後進を育てるのが夢だったという
八木教授は「鳥取を見捨てるようで、地元の人に非
常に申し訳ない」と複雑な心境を明かした。
【共同】（3/３１MEDIFAXより）

安楽死を合法化／ルクセンブルク
　ルクセンブルクは３月１７日、厳格な条件付きで安
楽死を容認する法律を公布した。欧州連合（ＥＵ）
の加盟国で安楽死を合法化したのは２００２年のオラン
ダ、ベルギーに続き３カ国目。
　同法をめぐっては０８年１２月、ルクセンブルク議会
で法案成立後に元首アンリ大公が「良心に反する」
として署名を拒否。政府と議会は、法公布について
「元首の承認」を必要とした憲法条文を改正して公布
にこぎ着けた。
【ブリュッセル３月１８日共同】（3/２３MEDIFAXより）

産科補償制度の運営経費は４５.２億円／対保険
料割合１４.３％、０９年度予算
　日本医療機能評価機構は３月２５日、産科医療補償
制度運営委員会を開き、２００９年度の収支予算を報告
した。事務コストなど運営経費は４５.２億円を見込ん
でおり、保険料総額３１５.７億円に占める割合は１４.３％
になるとした。０８年１２月の前回会合では１７％程度と
しており、事務コストは若干絞られた格好だ。
　運営経費４５.２億円の内訳は、評価機構が１１.３億円
（登録事務手数料除く）、保険会社が３３.９億円。保険
料総額に占める運営コストを１４.３％に抑えることか
ら、支払い保険金（補償金）は８５.７％となる。損害
保険会社全社の決算（０７年度）によると、保険料に
占める支払い保険金割合は６２.８％で、産科補償制度
よりも低い。評価機構は、国などの支援によって運
営経費は削減できるとした。
　補償対象となる脳性麻痺児を適切に診断するため
の「診断協力医」は現在、約３００人に委嘱手続きを進
めていると報告した。評価機構は補償請求用の専用
診断書と合わせて診断医用マニュアルを作成中で、
６月に行う「診断協力医」を対象とした研修会で完
成版を配布する予定だ。（3/２６MEDIFAXより）
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調剤報酬オンライン請求を支援／支払基金、
５月請求分から
　社会保険診療報酬支払基金は３月１６日の定例会見
で、薬局による調剤報酬のオンライン請求を支援す
る業務を開始すると発表した。オンライン請求の事
務代行者となる各都道府県薬剤師会の委託を受け、
調剤レセプトデータを支払基金の各支部からオンラ
インで本部に送信する業務を請け負う。レセプトコ
ンピューター導入の薬局で２００９年４月診療分から、
オンライン請求が義務化されることを見据え、５月
請求分から対応する。
　各都道府県薬剤師会がオンライン請求の事務代行
者となる場合、自らレセプトデータを支払基金本部
に送信する必要があるが、そのための設備や回線、
マンパワーの確保が難しいなどの理由で対応できな
いことも想定されている。支払基金はこうしたケー
スを支援する。
　業務委託に関する支払基金との契約は、日本薬剤
師会が一括して結ぶことにしている。手数料は薬局
当たりの単価を設定する見通し。
　支払基金は業務実施に向け、「オンライン請求を代
行する者の委託を受けて行う請求支援事務実施要
綱」を決めた。（3/１７MEDIFAXより）

電子レセの進展で「最大の変革期」／支払基
金・中村理事長
　社会保険診療報酬支払基金の２００８年度全国基金幹
事長会議が３月２５日、開かれた。中村秀一理事長は
電子レセプトの急速な進展を踏まえ「支払基金は最
大の変革期を迎えた」と強調。レセプトオンライン
請求が義務化される１１年度を見据え、０９年度以降の
２年間は特に電子レセプトに対応した新しい審査支
払い業務の確立に向けて集中的に取り組む意向を示
した。
　中村理事長は理事長説示の中で、支払基金が受け
付けたオンライン請求の割合は０８年１０月の１２.８％か
ら、０９年２月には２８.６％に倍増したと報告。また、
オンライン以外の電子媒体を含めた電子レセプトに
よる受け付けが０８年１０月の５１.２％から０９年２月には
５７.６％に達しているとし、「すでに電子レセプトと紙
レセプトの割合は６対４となりつつある」と述べた。
　その上で、０９－１１年度の支払基金の基本方針に盛
り込んだ「電子レセプトに対応した新たな審査支払
い体制の構築」について、特に①コンピューターを
活用した審査支払い機能の拡充②現行の審査支払い

体制からの円滑な移行─に努力を傾注する考えを強
調。レセプトオンライン化で審査の透明化を図り、
支部間の差異解消につなげていく意向も明らかにし
た。
　紙レセプトから電子レセプトへの移行に伴い、支
払基金の業務の重点が「請求支払い業務」から「審
査業務」に移行することが見込まれることから、業
務処理体制や組織運営の見直しに取り組む方針も示
した。組織運営については、特にシステムの安定的
運営や障害発生時の対応に配慮する考えを示した。
　全国組織としての機能強化を図り、本部と４７支部
が一体的運営に当たるとの方向性も示した。新たに
「全国基金研究発表会」を０９年７月に開催する計画も
あり、各支部が日常的に取り組む審査の充実や運営
上の方策などを発表し意見交換する。
　事業実績などの分析・評価への取り組みも強化し、
実際の運営管理に役立てる。情報開示を積極的に進
め、支払基金としての説明責任を果たす方針も示し
た。
　また、「今後の審査委員会のあり方に関する検討
会」を設置する考えをあらためて報告。電子レセプ
トに対応した新しい審査体制のあるべき姿について
検討する意向を示した。（3/２６MEDIFAXより）

医療紛争相談センター開所／医師と弁護士協
力、全国初
　千葉県の弁護士や医師、大学教授らで構成する特
定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）「医事紛争研究会」は
４月２日、医療事故の和解の仲介に入る「医療紛争
相談センター」を６日に開所すると発表した。
　センターは裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）の機
関。医療事故が起きた際に患者と医療機関の双方か
ら相談を受け付けて助言を行い、調停が可能かどう
か話し合う。調停に進んだ場合、外科や内科など９
人の専門医のうち１人と弁護士、学識経験者の３人
が調停委員となって和解を目指す。
　同研究会によると、医師と法律の専門家が共同で
和解の手続きを実施するＡＤＲ機関は全国で初め
て。相談料は無料で、和解した場合は和解金に応じ
た手数料を受け取る。【共同】（4/５MEDIFAXより）
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老健など施設整備に３０００億円／介護分野の経
済危機対策
　政府・与党が４月１０日に発表した経済危機対策で
は、介護拠点の緊急整備として特別養護老人ホーム
や老健施設などの施設整備助成金の拡充に約３０００億
円を投じる。定員２９人以下の小規模施設については
市町村交付金を増額し、定員３０人以上の大規模施設
は地方財政措置を拡充する。これにより第４期介護
保険事業計画上の増床分１２万床に加えて、約４万床
を増やす見通しだ。厚生労働省は２００９年度補正予算
案が成立し次第、緊急整備に着手する。政府・与党
はこれら介護分野の経済対策で、今後３年間で介護
人材約３０万人の雇用創出を目指す。
　助成対象となるのは▽特別養護老人ホーム▽老人
保健施設▽ケアハウス▽認知症高齢者グループホー
ム▽小規模多機能型居宅介護事業所。小規模施設に
助成する市町村交付金は０９年度補正予算で対応す
る。現在１床当たり２００万円の単価を１５０万円程度上
げる見通し。このほか開設等経費として１床当たり
６０万円程度を充てる見通しだ。
　大規模施設対象の地方財政措置は、１床当たり２２５
万円から、各都道府県の実事業費に応じた引き上げ
を図る。大規模施設についても開設等経費を設ける。
　介護職員の賃金を月額１万５０００円相当上乗せする
「介護職員処遇改善交付金（仮称）」は３年間で約４０００
億円を充てる。厚労省老健局は「あくまで当面３年
間の緊急経済対策として行うが、その後の対応につ
いては今後検討する」としている。
　助成対象となる介護事業所には、介護報酬総額に
各サービスごとの交付率を乗じた額が交付される。
申請するためには、交付金を受けることによって見
込まれる賃金引き上げ額を上回る処遇改善計画を提
出しなければならない。交付金は０９年１０月サービス
分から実施し、申請する事業者はそれ以前に処遇改
善計画を提出することになる。
　１０年度から交付の要件に加わる「キャリアパスに
関する要件」について厚労省は「ある程度の経験や
資格の上で管理職に到達するなど、キャリアアップ
のプロセスを示すことが想定される」としている。

要件を満たさない事業所は１０年度から交付率が下が
る。
　このほか、雇用保険の受給資格のない離職者らを
対象に社会福祉施設などで行う職業訓練について
は、６カ月－１年程度で１人当たり約１０万円の奨励
金を想定している。（4/１３MEDIFAXより）

新要介護認定の検証に着手／厚労省検討会、
１３日に初会合
　厚生労働省は４月１３日に「要介護認定の見直しに
係る検証・検討会」の初会合を開き、４月から施行
した新要介護認定制度の検証を始める。新制度をめ
ぐって「要介護認定の軽度化につながる」などの声
が上がっているためで、実施状況を把握し、客観的
なデータや現場の声に基づいた検討を行う。
　初会合では、要介護認定の見直しの経緯や検証内
容などを議論する予定。取りまとめ時期について厚
労省は「未定」（老人保健課）としている。

【要介護認定の見直しに係る検証・検討会メンバー】
（敬称略）
池田省三（龍谷大教授）▽石田光広（東京都稲城
市福祉部長）▽木村隆次（日本介護支援専門員協
会長）▽高橋紘士（立教大教授）▽高見国生（認
知症の人と家族の会代表）▽田中聡子（大慈厚生
事業会ケアハウス大慈施設長）▽田中滋（慶応大
教授）▽対馬忠明（健保連専務理事）▽筒井孝子（国
立保健医療科学院福祉サービス部福祉マネジメン
ト室長）▽野中博（博腎会野中医院長）▽樋口恵
子（高齢社会をよくする女性の会理事長）▽本間
昭（日本認知症ケア学会理事長）▽三上裕司（日
本医師会常任理事）▽結城康博（淑徳大准教授）

（4/１３MEDIFAXより）

待機解消へ介護施設２０万床整備を／自民・議
連「１５万人雇用創出も」
　自民党の「介護福祉議員連盟」は３月２６日の会合
で、「介護保険制度再構築、施設入所待機者解消のた
めの緊急決議」を採択した。決議では、介護保険施
設入所待機者が４５万人に達していると問題視。緊急
的に２０万床の介護施設整備を行えば、２兆円規模の
景気対策と１５万人の雇用創出にもつながると訴え
た。
　また、決議では、「入所待機者４５万人」の実態把握

京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

第１１８号２０



と分析が必要としたほか、無認可・無届けの高齢者
施設の実態把握に努めるべきとした。
（3/２７MEDIFAXより）

要介護認定の新基準、３項目で修正へ／厚労省
　厚生労働省は３月１７日、２００９年４月から施行する
新要介護認定制度の認定調査の判断基準を、一部修
正する方針を決めた。新制度に当たって作成した「認
定調査員テキスト」にある認定調査項目の判断基準
では「要介護認定が軽度に判定される」との反発を
受け、「移乗」「買い物」「金銭の管理」の３項目の判
断基準を修正する。
　老健局老人保健課の鈴木康裕課長はメディファク
スの取材に対し「（新制度の）調査項目数や新しいデ
ータの反映などは審議してきたが、判断基準の選択
肢や特記事項について利用者への説明が足りないと
の指摘があった。利用者を不安にさせたり、誤解を
生じさせてはならない」と修正の経緯を説明した。
その上で「（調査員の）推量によるばらつきを減らす
という考え方自体は変わっていない」と述べ、要介
護認定の見直しの方向性には変更はないとした。
　認定調査項目の「移乗」については、寝たきり状
態で車いすなどへの「移乗」の機会がないために
「自立」と判断されることに反発が起こっていた。こ
のため今回の修正では、寝たきりの場合のシーツ交
換や体位変換も「移乗」の定義に含めて、「全介助」
と判断するようにする。「買い物」については、認知
症の人が無駄な買い物をしたり、代金を支払わなか
ったりした場合に家族らが行う返品や支払いを「介
助」に含める。同様の趣旨で「金銭の管理」につい
ても判断基準を改める。
　このほか、「介助」を判断基準としている１６の調査
項目について、介助が行われていない場合に一律に
「自立」とすることに不安の声が上がっていたことを
受け、「自立（介助なし）」などを「介助されていな
い」に変更する方向で検討する。鈴木課長は「ネグ
レクト（介護放棄）など、介助されていないが介助
が必要というレベルがあるため修正する。（ネグレク
トなどの）客観的事実を特記事項に記入することで、
より適切な判断につなげてもらいたい」としている。
（3/１８MEDIFAXより）

介護サービス情報公表制度が完全施行／厚労省
　厚生労働省老健局振興課は３月２７日付で、介護サ
ービス情報公表制度の一部改正について都道府県に

通知した。新たに１５サービスを追加し、ほぼすべて
の介護サービスが情報公表制度の対象となった。
２００９年度介護報酬改定で通所リハビリテーションの
「みなし指定」を受ける病院・診療所は、０９年度に限
り情報公表制度の対象外となる。施行は４月１日か
ら。
　従来の３５サービスに加えて新たに対象となったサ
ービスは、▽療養通所介護▽夜間対応型訪問介護▽
小規模多機能型居宅介護▽認知症対応型共同生活介
護▽介護予防小規模多機能型居宅介護─など１５サー
ビス。居宅療養管理指導と介護予防支援、特定施設
（養護老人ホーム）については、利用者が情報提供を
通じて事業所を選択する趣旨になじまないことから
対象外とする。
　病院などの「みなし指定」の取り扱いについては、
みなし指定扱いとなった最初の年は情報公表制度の
対象外とする。今改定でみなし指定扱いとなった病
院・診療所の通所リハビリも０９年度は対象外となる
が、改定前から介護保険の通所リハビリを実施し、
介護報酬収入が１００万円以上ある施設は公表対象と
なる。
　このほか、事務負担の軽減のために訪問調査員を
「２人以上」から「１人以上」へ変更する。
（4/2MEDIFAXより）

「主治医意見書記入の手引き」改訂／厚労省、
新要介護認定で
　２００９年度の要介護認定見直しに当たって、厚生労
働省は「主治医意見書記入の手引き」を改訂し、３
月３１日付で通知した。新制度では主治医意見書の重
要性が増すとした上で、申請者の状態や介護の手間、
頻度などを「特記すべき事項」に具体的に記載する
よう求めた。
　新制度では認定調査票の特記事項や主治医意見書
によって必要な介護を判断し、認定調査員ごとの判
定のばらつきを解消するとしている。
　主治医意見書ではこのほか、「医学的管理の必要
性」の項目に「看護職員の訪問による相談・支援」
を追加。医療機関や訪問看護ステーションの看護職
員が訪問し、療養上の相談・支援を行う際にチェッ
クする項目で、０９年度介護報酬改定で新設した看護
職員による居宅療養管理指導の算定要件となる。
（4/3MEDIFAXより）
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介護報酬プラス改定で約１３万人が限度額超えか
　２００９年度の介護報酬プラス改定の影響で、在宅で
介護サービスを利用する約１３万人が介護保険の支給
限度額を超えて自己負担額が増える可能性のあるこ
とが４月９日、厚生労働省が民主党の会合に提出し
た介護給付費実態調査で分かった。
　在宅の介護サービスは、要介護度によって保険内
で受けられるサービスの支給限度額が決まってい
る。実態調査の０８年４月審査分によると、サービス
利用者２５９万２１００人のうち４万１１００人（１.５８％）が支
給限度額を超えていた。限度額を超えた分の介護サ
ービスは保険対象外で自己負担となる。
　また、月１０００円程度サービスが増えると支給限度
額を超えてしまう境界線上にいる人は計８万６９００人
（３.３５％）いた。
　介護報酬改定の３.０％アップによって、０８年４月に
限度額を超えていた４万１１００人と、限度額前後の８
万６９００人の計約１３万人が自己負担額が増える可能性
があるとした。（4/１０MEDIFAXより）

０９年秋に介護従事者の給与水準を検証／報酬
改定で宮島局長
　厚生労働省老健局の宮島俊彦局長は３月１７日の参
院厚生労働委員会で、２００９年度介護報酬改定での
３.０％引き上げによる介護従事者の処遇改善につい
て「秋をめどに介護報酬改定前後の勤務状況につい
て調査し、給与水準について事後的な検証を行う」
と述べた。川合孝典氏（民主）の質問に答えた。
　川合氏は、介護従事者の給与について「平均的な
業種の方に比べて、ほぼ年収で１５０万円近く低い」と
問題視。さらに介護報酬３.０％の引き上げでは給与の
増加が見込めないとした上で「今後はどういう方向
で介護従事者の処遇を改善していくのか」と述べ、
介護従事者の処遇改善策を求めた。
　これに対し宮島局長は、介護報酬改定後の介護従
事者の給与水準を調査するとした上で、「処遇改善に
向けた取り組みを事業主などに促していくような業
界指導体制を考える」と述べた。
　舛添要一厚生労働相は、介護従事者の給与が低い
一因として「キャリアアップのシステムがないこと
が原因」と指摘。介護従事者の処遇改善に向けて
「総合的な対策を取っていきたい」と述べた。
（3/１８MEDIFAXより）

介護ロボの安全基準策定を／経産省提言、購
入支援も
　経済産業省は３月２５日、介護施設や家庭での介護
ロボットの実用化を目指し、安全基準の策定を急ぐ
べきだとする報告書をまとめた。普及促進に向け補
助金など購入支援の対象とすることも検討課題とし
た。高齢化に直面する日本では介護の担い手不足が
懸念され、補助作業を行う介護ロボットの需要は高
まっている。だが、具体的な安全基準がないため普
及が進んでいない。【共同】（3/２７MEDIFAXより）

介護サービス、給付と負担で国民的議論を／
経済同友会
　経済同友会は４月９日、「サービス産業の生産性を
高める３つの改革」と題した提言を発表した。
　介護サービス関連では、２００９年度介護報酬改定は
介護従事者の人材確保・処遇改善が打ち出されなが
ら十分とはいえないと指摘。要介護・要支援認定者
数の増加スピードが加速する状況も見据え、中・長
期的視点から、給付と負担のバランスを含めた国民
的議論を促した。（4/１０MEDIFAXより）

介護予防事業「聞いたことない」６割／厚労
省研究班が意識調査
　「介護予防事業」という言葉を聞いたことがない人
は、４０－７９歳の一般の人の約６割に上ることが３月
３０日、厚生労働省研究班が行った「介護予防事業に
関する意識調査」で分かった。要支援・要介護状態
になる可能性が高い「特定高齢者」に至っては７割
が「聞いたことがない」と回答した。
　調査結果は同日に都内で開かれた「介護予防の普
及・啓発を考える」シンポジウムで報告された。同
研究班の山縣然太朗・山梨大大学院教授は「介護予
防の取り組みは目に触れているものの、心に響いて
いない状況」と指摘。同研究班は介護予防事業のポ
イントや利点をまとめた資料「介護予防虎の巻」を
作成し、介護予防事業の普及啓発を図る。
　調査は２００９年１月３０日－２月１３日に４０－７９歳の
５０００人を対象に行い、２４９９件（回収率５０.０％）の回
答を得た。対象者のうち要介護認定を受けている人
は５％程度。介護予防についての印象や、介護に対
する不安などを聞いた。
　介護予防事業という言葉を「聞いたことがない」
と回答した人は５８.３％。７３.４％が介護予防に対し「全
体的に良い印象」としたが、５５.９％が「楽しくなさ
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そう」と答えた。
　一方、「特定高齢者」という言葉を「聞いたことが
ない」としたのは７０.２％に上った。特定高齢者の印
象については８１.７％が「悪い印象」と回答。「内容が
想像できない」としたのは６９.４％で、名称や事業内
容が普及していない実態が明らかとなった。特定高
齢者を把握する「生活機能評価」についても、８１.６％
が「聞いたことがない」と回答した。
　「特定高齢者」を別の言葉で言い換えるとしたら何
がいいかとの質問では、「はつらつシニア」（１８.２％）
が最も多く、「優先介護予防高齢者」（１７.２％）、「元
気応援高齢者」（１４.８％）、「健康づくり高齢者」
（１３.８％）などが続いた。
　自ら介護を受ける可能性について聞いたところ、
「将来介護が必要となると思う」（４２.４％）と「今は
分からない」（４６.１％）がほぼ二分した。また、８０.３％
が「介護が必要となることに不安がある」とし、理
由では「家族に迷惑がかかる」が８３.６％を占めた。
　心身の機能低下については「予防も改善もできる」
「適切な方法であればある程度予防・改善できる」な
どを合わせて、８９.８％が「予防可能」と答えた。
（3/３１MEDIFAXより）

特定高齢者施策の導入で費用対効果／介護予
防継続評価事業
　厚生労働省の「介護予防継続的評価分析等検討会」
は３月２６日、介護予防関連事業の効果などを検証す
る「継続的評価分析支援事業」での特定高齢者施策
の費用対効果分析について報告した。特定高齢者施
策の結果、導入後に約２０００万円の費用が減少するこ
とが分かった。
　厚労省は同事業の結果を基に「介護予防の有効性
などの評価」の取りまとめ案を提示。特定高齢者施
策と新予防給付はともに介護予防効果が見られ、高
い費用対効果が上がっているとした。２００９年度から
は高い効果が見込まれる介護予防事業のモデル事業
を行い、引き続き効果の検証を行っていく予定だ。
　同事業の分析結果を受け、大久保一郎委員（筑波
大大学院教授）は「新予防給付と特定高齢者施策の
導入で約１８８０億円ほどの費用の節約になる」と述べ、
介護保険にかかる費用総額の３％弱が削減される見
込みを示した。
　同事業では０６年度から全国８３市町村に対し、新予
防給付と特定高齢者施策について介護予防効果と費
用対効果を調べた。特定高齢者施策の費用対効果は、

サービスを受けている特定高齢者１０００人を対象に施
策導入前（０５年４月－０６年３月）と導入後（０７年１
月－１２月）のレセプトデータなどから分析。施策導
入前の費用４１０８万６０００円に対し、導入後は２１１６万
２０００円で、施策導入により１９９２万４０００円の費用が減
少するとした。１人当たりで換算すると、年約２万
円の費用削減になる。
　高齢者１人当たりの費用単価が変化した影響か、
介護予防効果によるものかを分析するため、施策導
入前後で費用単価が変わらなかったと仮定した調査
も実施。この場合も導入後に１９０３万円減少し、費用
対効果が見られた。
　新予防給付と特定高齢者施策の介護予防効果はす
でに報告されており、新予防給付は統計上有意な効
果が、特定高齢者施策は有意ではないが一定の効果
が見られた。新予防給付の費用対効果についても費
用減少を確認した。
　同日は属性やサービス別の介護予防効果分析も報
告。運動器機能や口腔機能の向上サービスを受けて
いる人は日常生活自立度が改善しやすく、認知症予
防につながることなどが分かった。
（3/２７MEDIFAXより）

能力開発の研修、技能向上に効果／介護事業
所の８割が実施
　介護サービス事業所の約８割が、介護労働者の能
力開発を目的とした研修を実施していることが、介
護労働安定センターがこのほど行った「介護労働者
のキャリア形成等に関する実態調査」で分かった。
研修後に「職員の技能、技術の向上を図ることがで
きた」と回答した事業所は７割に上った。同センタ
ーは「早期離職防止や定着促進などの方策として研
修は有効」としている。
　調査は同センター内に設置された「介護労働者の
キャリア形成に関する研究会」が介護事業所や介護
労働者などを対象に実施。事業所調査は２００８年１１－
１２月にかけて行い、１５３４事業所（有効回答率３０.７％）
から回答を得た。
　介護職員に「研修を実施している」と回答した事
業所は８８.５％だった。社内研修では「採用時研修・
新人教育」（８１.７％）が最も多く、社外研修では「中
堅職員研修」（５２.７％）、「採用時研修・新人教育」
（４０.２％）の順。研修担当者を選任しているのは６２.１％
で過半数を超えた。研修後は５５.１％が「仕事へのモ
チベーションが上がった」と回答しており、研修が
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一定の効果を上げていることが分かった。
　一方、介護労働者１３９５人を対象に行った調査では、
介護福祉士の資格について「取得する予定がない」
が５３.４％を占めた。理由は「自分の年齢を考えると
必要性を感じない」（５４.７％）が最も多かった。同セ
ンターは回答者の約４割が「５０－５９歳」だったこと
が影響しているとした上で、「キャリアアップに積極
的な人と消極的な人の２つの階層が存在している」
と分析している。
　介護の質向上を目的に０６年度に導入した「介護職
員基礎研修」の実施状況についても調査し、民間の
教育訓練機関１４０機関が回答した。５００時間研修につ
いては９３.９％が「計画も実施もしなかった」と回答。
実施した場合の定員充足率も「８０％以上」は３３.３％
にとどまるなど、取り組みが進んでいない実態が分
かった。同センターは「民間の教育訓練機関の場合、
受講料が高いことも影響しているのではないか」と
している。（4/８MEDIFAXより）

 

介護施設充実に重点／京都市が「長寿すこや
かプラン」
　京都市は、２０１１年度までの高齢者福祉施策の方針
を盛り込んだ「市民長寿すこやかプラン」を策定し
た。１１年度末までに医療機関の介護療養病床が廃止
されることから、老人保健施設などへのスムーズな
転換や地域介護サービスの向上を掲げている。
　プランは、今後３年間の介護保険事業や高齢者福
祉対策の指針で、高齢者をめぐる環境や制度変更を
考慮して３年ごとに改訂している。
　市によると、計画最終年度の１１年度に、６５歳以上
人口は０８年度比約２万人増の約３４万人となり、市人
口全体の２３.７％を占める。これに伴い、要支援・要
介護認定者数も１０年度に６万人を超える見通し。
　認定者数が増加する一方、長期入院の患者が利用
する療養病床を、国が医療費削減のために再編し、
介護保険適用型の療養病床が１１年度までに全廃され
るため、同年度に介護老人保健施設を２００人増の３７６１
人分、介護老人福祉施設（特別養護老人ホームなど）
を５００人増の４９３１人分にそれぞれ増やし、高齢者の受
け皿を確保する。

　また、要支援・要介護認定者の増加を抑えるため、
介護予防に力を入れ、新たに食事による健康増進を
テーマにした教室を定期的に開催していく。
　計画は冊子にまとめ、１３日から市役所案内所や各
区役所などで無料配布する。

国の改革案、府対策協で反発相次ぐ／研修医
定員「偏在、解決せず」
　研修医数に都道府県ごとの上限を設けて医師偏在
の解消を目指す厚生労働省の改革案に対し、京都府
は３月２６日、府医療対策協議会を京都市上京区で開
き、対応を協議した。全国で最も厳しい削減率を強
いられることから、京都大付属病院や府立医大、府
医師会から「実情がまったく分かっていない」「医師
偏在問題の解決にならないうえ、救急がますます厳
しくなる」など反発が相次いだ。
　医療対策協議会で府は、研修医制度の見直し案で、
京都府の定員上限が現在の３５３人から大幅減の１９０人
（経過措置２４７人）となる試算を報告した。
　その上で、「京都府の定員削減率３０％（削減率２位
の大阪府は１３％）は全国でも突出しており、医師不
足の拡大が懸念される。都市部でも当直などで研修
医の果たす役割は大きく、定数減で救急医療態勢が
より過酷になる」と問題点を指摘した。
　この報告を受け、京都大付属病院の中村孝志病院
長は、京都大病院から約８割の医師が府外の病院な
どで勤務していることを挙げ、「厚労省案は研修医を
終えた医師が府県の壁を越えずに地元定着する前提
だが、大学病院は地方を越えて活動している。今回
の案は日本の医療を悪くし、医師偏在の解決にもな
らない」と批判した。
　また、府立医大の山岸久一学長も「全国一律で研
修医枠を調整するのではなく、ブロック単位とすべ
きだ」と見直しを求めた。
　全国レベルで活躍する医師を輩出している大学病
院が強く反対の姿勢を示したことで、厚労省案に対
する反発が広がるのは確実だ。

京都は２５００人突破／非正規労働者の失職増加
　厚生労働省の調査によると３月３１日、京都府では、
２００８年１０月から６月までに職を失ったり、失う見通
しの非正規労働者が７８事業所の２５５０人で、２月の前
回調査に比べ３７１人、１７.０％増えた。派遣は１９６２人、
契約・期間社員は５４１人。増加分すべてが派遣だった
が、京都労働局は「雇用調整助成金の事務作業に忙
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殺され、実数をカウントしきれていない」と説明し、
実態はさらに多い可能性を示した。

京丹波町病院スタート／看板の除幕式
　京都府京丹波町和田の国保瑞穂病院が４月１日、
国保京丹波町病院に改称し、病院前で新しい看板の
除幕式を行った。併せて同日、同病院を含む町営の
３医療機関で新たな診療体制がスタートした。
　また、同町質美の質美診療所が同日から京丹波町
病院付属となった。
　診療体制の変更点は次の通り。

【京丹波町病院】療養病床８床を一般病床化し、全
４７床がすべて一般病床に▽皮膚科診察が第２、４
水曜から第２、４火曜に。
【同病院付属質美診療所】診察日が月、水、金曜の
週３回から火、金曜の週２回に。
【和知診療所】時間外の救急受け入れ中止▽一般病
床を休止▽夜間診察を木曜から月曜に。

発達障害児支援へ「センター」開設／南丹
市、相談や訓練を総合実施
　南丹市は４月１日、発達障害児を中心に障害児や
保護者を支援する各種事業を行う「市子育て発達支
援センター」を同市園部町船岡に開設する。府南丹
保健所によると、発達障害に重点を置いて、専門家
の相談、障害の軽減や生活能力の向上を図る訓練、
保護者への援助などを総合的に実施する施設は府内
でも珍しいという。
　専門医や作業療法士、言語聴覚士による心理相談
や言語相談、クリニックなどがある「発達支援相談」
（市直営）、未就学児の生活習慣やコミュニケーショ
ン能力をはぐくむ「療育」、放課後や長期休暇に就学
児の見守りや日常訓練を行う「日中一時預かり」（と
もに民間委託）の３事業を行う。
　「発達支援相談」は１日から始め、「療育」と「日
中一時預かり」の両事業は４月末の開始を予定して
いる。

 

後期高齢者診療料、算定施設は１割／０８年度
改定影響調査
　厚生労働省は３月１８日の中医協・診療報酬改定結
果検証部会で、２００８年度改定の影響を調べる特別調
査のうち、後期高齢者診療料の算定状況などについ
ての結果を報告した。後期高齢者診療料の施設基準
を届け出ている医療機関のうち実際に算定していた
のは１割にとどまり、算定が広がっていない状況が
明らかになった。
　算定していない理由（複数回答）は、①患者が後
期高齢者診療料を理解することが困難（６１.６％）②
必要な診療を行う上で現行点数（６００点）では医療提
供コストを賄うことができない（５１.９％）③ほかの
医療機関との調整が困難（５２.７％）―が上位となっ
た。
　算定している医療機関に対して、今後算定を増や
すかどうか聞いたところ、「維持」が５０.５％で最も多
く、「減らす」が２４.３％で続き、「増やす」は１８.０％だ
った。
　算定による効果については、「心身の状況や疾患の
経過についての継続的な管理」に関しては、「効果あ
り」が３７.５％、「効果なし」が３４.６％と、「効果あり」
が若干多かったが、「ほかの医療機関への受診状況や
診療スケジュールの把握」では「効果あり」が２９.２％、
「効果なし」が３８.８％、「ほかの医療機関との診療、
検査、投薬の重複を回避すること」では「効果あり」
が２８.２％、「効果なし」が３８.８％と、「効果なし」とす
る割合の方が高かった。
　通院回数や検査頻度を前年と比較した場合、「変化
なし」がおおむね８割を占めた。「３カ月間の総通院
回数」「検尿の頻度」「血液検査の頻度」「心電図検査
の頻度」は「減少」が「増加」を上回った一方、「生
活機能の検査頻度」「身体計測の頻度」は「増加」が
「減少」を上回った。
　患者を対象とした調査では、２７.１％が算定に満足
と答えた。算定後良かった点（複数回答）について
は「治療方針など今後のことが分かりやすくなった」
（３５.３％）、「良かったことはない」（３１.８％）、「医師か
ら受ける病状などの説明が分かりやすくなった」
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（３１.３％）の順。算定後に気になった点（同）は「な
い」（４９.７％）、「説明があれば定期的に書類をもらわ
なくていい」（３３.３％）、「診療時間や待ち時間が長く
なった」（１８.６％）の順で多かった。
　後期高齢者診療料に関しては、届け出医療機関
３５００施設に調査票を郵送し、０８年１１月の状況につい
て尋ねた。回答は１１００施設で、回収率は３１.４％だっ
た。改定結果検証部会の調査検討委員会が今後、調
査結果を分析して報告書をまとめ、同部会に諮る。
（3/１９MEDIFAXより）

「５分ルール」で診察・待ち時間増加／０８年
度改定結果特別調査
　３月１８日の中医協・診療報酬改定結果検証部会で
は、外来管理加算の見直しと終末期相談支援料の算
定状況に関する特別調査の結果も報告された。いわ
ゆる「５分ルール」が適用された外来管理加算見直
しによる影響で、診察時間や待ち時間の長時間化を
指摘する意見が多い一方、詳細な身体診察や患者の
理解度に関する効果には否定的な意見が多かった。
　外来管理加算見直しの影響で「診察時間が長くな
った」と答えたのは病院の４４.６％、診療所の３４.８％、
「患者の待ち時間が長くなった」と答えたのは病院の
４３.５％、診療所の３７.４％だった。また、「診察時間の
延長が多くなった」と答えたのは病院の３５.０％、診
療所の２８.６％となった。「患者への分かりやすい丁寧
な説明をするようになった」と答えたのは病院の
３４.３％、診療所の２５.８％だった。
　より詳細に身体診察などを行うようになったかど
うかについては病院の３１.４％、診療所の４１.５％が「当
てはまらない」と回答。症状や説明内容に対する患
者の理解度が高まったかどうかについても病院の
２７.５％、診療所の３６.８％が「当てはまらない」と答え
た。
　同加算の算定要件となっている「懇切丁寧な説明」
については病院の４２.６％、診療所の４９.６％が、「問診」
や「身体診察」などの場面ごとに「異なる頻度で実
施するべき」と回答した。自由記述形式で求めた見
直しによる経営上の影響として「外来管理加算を算
定できなくなった患者が増えたため減収となった」
が２２８件で最多だった。
　後期高齢者終末期相談支援料に関する患者の意識
調査では、同支援料の支払いを「好ましい」と答え
たのが３４.１％、「好ましくない」が２７.５％だった。７５
歳以上の患者に限ると、「好ましい」と「好ましくな

い」がいずれも２８.６％で、賛否が分かれている状況
が浮き彫りになった。
　病院では、同支援料を診療報酬で評価することは
「妥当」と答えた割合が「診療報酬で評価する性質の
ものではない」との回答を上回ったが、在宅療養支
援診療所では「診療報酬で評価する性質のものでは
ない」の割合の方が高かった。調査対象のうち、２００８
年４－９月に算定した病院は９件、在支診は１件だ
った。（3/１９MEDIFAXより）

後発品促進に「改善の余地」／中医協・改定
結果検証部会
　厚生労働省は３月２５日の中医協・診療報酬改定結
果検証部会に、２００８年度改定で実施した後発医薬品
使用促進策の影響調査結果を報告した。調査結果で
は、後発品への変更が可能な処方せんが６５.６％を占
めたものの、実際に変更されたのは６.１％にとどま
り、７４.８％は理由なしに変更していなかった。「後発
品が薬価収載されていない」「患者が希望しない」の
いずれかの理由で変更しなかったのは計１９.１％だっ
た。同日の検証部会では、薬局の取り組みに改善の
余地があるとする意見が相次いだ。
　調査は、全国の保険薬局２０００施設を対象に実施。
０８年１２月の１カ月の処方せん４８万６３５２枚（回答３７１施
設）について、処方せん様式再変更の影響などを調
べた。
　中医協会長を務める遠藤久夫委員（学習院大教授）
は同日の部会で、今回の結果について「（０６年度改定
時の影響調査結果と比べると）薬局の行動も変わっ
てはいるがまだのようだ」と述べ、薬局の取り組み
に改善の余地があるとの認識を示した。特に７割以
上が理由なしに変更していない状況については「在
庫がないのか、患者に説明していないのか原因を考
える必要がある」と述べた。（3/２６MEDIFAXより）

入院時医学管理加算は８８施設／０８年７月時
点、厚労省まとめ
　厚生労働省は３月２５日の中医協総会に、２００８年７
月１日時点の施設基準の届け出状況を提示した。十
分な人員と設備を配置し、総合的で専門的な急性期
医療をいつでも提供できる入院機能を持つ医療機関
を評価する入院時医学管理加算は８８施設が届け出て
いた。
　厚労省は同加算を算定できる医療機関を「地域の
急性期医療の最後の砦」と位置付け、１５０施設程度の
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届け出を想定している。
　このほか０８年度改定で新設された加算を見ると、
医療クラークの配置を評価する医師事務作業補助体
制加算が７３０施設、超急性期脳卒中加算が６５１施設、
ハイリスク妊娠管理加算が１７２２施設だった。
（3/２６MEDIFAXより）

１日平均外来患者、３カ月ぶり減少／病院報
告０８年１１月
　厚生労働省は３月３０日、２００８年１１月分の病院報告
（概数）を発表した。病院の１日平均外来患者数は１３７
万３８５８人（前月比１２万１１４６人減）で、３カ月ぶりに
減少した。
　病院の１日平均在院患者数は１３１万４３２１人で、前月
に比べて２５９人増加。病床別に見ると、一般病床が
３７８６人増加して６９万５１６人となった一方、療養病床は
２４９８人減の３０万６４６５人、精神病床は９５４人減の３１万
３６７７人となった。
　病院の月末病床利用率は７９.８％で、前月から１.０ポ
イント減少。１.６ポイント減となった一般病床
（７３.０％）などすべての病床種別で減少した。
　一方、病院の平均在院日数は３３.９日（１.２日増）で、
すべての病床種別で増加。１８.９日増の精神病床（３２２.９
日）、１３.９日増の介護療養病床（３０１.６日）などで伸び
が大きかった。（3/３１MEDIFAXより）

総病床数、前月比で１２０１床減／医療施設動態
調査１２月分
　厚生労働省が３月１６日に発表した「医療施設動態
調査」（２００８年１２月末概数）によると、病院・診療所
を合わせた総病床数は１７５万７２９８床で前月と比べて
１２０１床減少した。病院の療養病床数は３４万４９６床で４９
床減少。療養病床を持つ病院は４０７６施設で前月と同
じだった。
　病床数は感染症病床と歯科診療所を除くすべての
区分で減少した。病院病床数は前月より８７０床減の
１６０万９６９８床で、一般病床は９０万８３８０床（前月比４２６
床減）、精神病床は３４万９５８０床（同２４５床減）。一般診
療所病床数は１４万７４３０床（同３３１床減）で、うち療養
病床数は前月比９０床減の１万７４６５床だった。
　医療施設の総数は、前月から５３施設減り１７万６５７３
施設だった。病院は８７９０施設（前月比６施設減）、一
般診療所は９万９６８２施設（同１９施設減）。療養病床を
持つ一般診療所は１７１３施設で前月より９施設減少し
た。有床診療所は１万１６２１施設（前月比３４施設減）。

（3/１８MEDIFAXより）

緩和ケア研修、７割が未実施／がん拠点病院
の指定要件
　がん診療連携拠点病院の約７割が、指定要件とし
て定められた２次医療圏での緩和ケア研修を定期的
に実施していないことが３月１９日、厚生労働省のま
とめで分かった。
　厚労省は都道府県に対し、毎年１０月末現在の拠点
病院の現況報告を求めており、２００８年１０月末の指定
要件の充足状況に関する回答をまとめた。０８年４月
１日現在の拠点病院数は３５１病院。
　厚労省健康局がん対策推進室によると、充足率が
低かった指定要件は「２次医療圏での緩和ケア研修
を定期的に実施している」（１０８病院、３０.８％）のほ
か、「院内がん登録の集計結果を毎年がん対策情報セ
ンターに情報提供している」（１６２病院、４６.２％）、「緩
和ケアチームに専門的な知識と技能を持つ常勤の専
従看護師がいる」（２０４病院、５８.１％）、「相談支援に
関して患者団体との連携協力体制の構築に積極的に
取り組んでいる」（２１２病院、６０.４％）、「外来で専門
的な緩和ケアを提供できる体制を整備している」
（２４０病院、６８.４％）などだった。
　一方、すべての病院が満たしていたのは、「相談支
援を行う部門を設置している」「『標準登録様式』に
基づく院内がん登録を実施している」など３項目し
かなかった。（3/２３MEDIFAXより）

未届け有老ホームは全国で５７９施設／厚労省
調査
　厚生労働省は３月３１日、老人福祉法に基づく有料
老人ホームの届け出をしていない高齢者施設につい
て４７都道府県から合計５７９件の報告があったと発表
した。
　厚労省老健局振興課は群馬県渋川市の高齢者施設
「たまゆら」の火災事故を受け、有料老人ホームに該
当しながら老人福祉法に基づく届け出がない施設に
ついて、各都道府県に３月２７日時点で把握している
施設数などの報告を求めた。今回の報告結果は５７９件
とされたが、振興課によると追加調査を行っている
都道府県もあり、件数の変更があり得る。
　また、サービス提供の有無などの実態が不明な施
設なども含まれているとされ、各都道府県は今後、
実態把握を行う予定。
　厚労省は２００７年にも２月２６日時点の未届け有料老
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人ホームの件数などを調査し、結果は３７７件だった。
うち有料老人ホームに該当するとされた施設は２６７
件で、０９年３月２７日までに１９５件の施設が届け出を済
ませていた。７２件の未届け施設が残っていたことに
なり、「たまゆら」もこの中に含まれていた。
（4/1MEDIFAXより）

非正規１９万２０６１人失職／厚労省調査
　企業の大規模な人員削減などによって２００８年１０月
から６月までに職を失ったり、失う見通しの派遣社
員ら非正規労働者が１９万２０６１人に達したことが３月
３１日、厚生労働省の調査で分かった。０８年１０月から
３月までの失職者を調べた２月の前回調査より
２１.７％増加。正社員のリストラも加速、０８年１０月か
ら４月までの失職者は１万２５０２人で２５.４％増だっ
た。
　０９年春卒業で、企業から採用内定を取り消された
高校生や大学生らは過去最悪の１８４５人で、２月調査
より１７.２％増加した。
　失職する非正規労働者のうち、派遣社員が１２万
５３３９人と６５.３％を占めた。契約社員は３万９１９５人、
請負社員は１万５５５６人だった。
　月別では、３月の失職が３万６８４４人と、２月調査
の約１.９倍に増加。最も多い月は０８年１２月の４万８１１１
人だった。
　派遣契約の中途解除で派遣先の仕事を失った人の
うち、新たな就職先の確保などで雇用が維持された
派遣社員は３２１０人で、動向が判明した人の１０.５％に
とどまった。【共同】

１月の生活保護受給約１６２万人／前年比約６万
人増
　全国で生活保護を受給している人が、２００９年１月
時点で１６１万８５４３人に上ったことが４月２日、厚生労
働省の集計で分かった。不況の影響で、前年同月に
比べ約６万２０００人増えた。
　０８年１２月から０９年１月にかけて東京・日比谷公園
の「年越し派遣村」に集まった人たちが雇用保険の
失業給付を受けられず生活保護の受給を申請するな
ど、各地で職を失った非正規労働者らが生活保護を
求める動きが広がった。生活が苦しい一人暮らしの
高齢者や母子家庭も受給を申請したとみられる。
　１月の受給者数は０８年１２月より約１万２０００人増加
した。
　受給世帯数は、前年同月より約５万２０００世帯増え、

約１１６万８０００世帯となった。【共同】

自殺者、１１年連続で３万人超／３万２２４９人、
警察庁発表
　警察庁は４月２日、日本国内で２００８年１年間に自
殺した人は前年に比べ８４４人（２.５％）減り、３万２２４９
人だったと発表した。３万人を超えるのは１９９８年以
来、１１年連続。
　自殺防止活動をしている民間団体などが迅速に実
態を把握できるよう、例年より早く総数を公表し、
年間の月別データも初めてまとめた。原因や動機な
どの詳細は５月中をめどに発表する。
　警察庁によると、男性は６４７人（２.８％）減の２万
２８３１人、女性は１９７人（２.０％）減の９４１８人。
　警察庁は自殺対策などに役立てるため、０７年から
自殺統計原票を改正し、動機の項目などを細かく設
定。０９年から月別データの公表も始めた。【共同】

０８年医療事故報告、過去最多の１４４０件／報告
義務施設で
　日本医療機能評価機構は３月２４日、２００８年の医療
事故情報収集等事業の報告状況を公表した。報告義
務のある医療機関（２７２施設）からの報告数は１４４０件
で、前年を１３.７％上回り過去最多となった。
　特に、国立病院機構からの報告数が７２８件で半数以
上を占めた。同機構は「国立病院機構からの報告数
はここ数年で２倍程度に増えている。リスクが高ま
ったというより、医療安全に対する組織的な取り組
みへの意識が高いということ」と分析している。義
務対象医療機関のうち報告が１件もなかったのは６９
施設。５１件以上の報告が３施設からあった。
　事故の程度別内訳は「障害の可能性（低い）」が
３０.７％で最も多く、「死亡」は８.０％だった。事故の概
要別では「療養上の世話」４０.６％、「治療処置」２５.０％、
「医療用具等」９.７％の順だった。関連診療科（複数
回答）は整形外科の１９３件、内科の１４８件、循環器内
科の１２３件の順で多かった。
　同事業では、医療法施行規則で事故報告が定めら
れた医療機関のほかに、任意で事故を報告する参加
登録申請医療機関からの報告も受け付けている。０８
年１２月末現在の参加登録申請施設は２８３施設で、０８年
の報告数は前年より３１.３％減り１２３件となっている。
このため、同機構と厚生労働省医政局総務課は２４日
までに、日本医師会など主要医療関係団体に対し、
同事業への参加と積極的な事故報告を呼び掛けるこ
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とを求める通知を送付した。（3/２５MEDIFAXより）

産科補償制度、加入機関が１００％に／医療機
能評価機構
　１月からスタートした産科医療補償制度への加入
医療機関が１００％となり、分娩機能を持つ産科病院・
診療所の全施設加入を達成した。３月１９日に京都市
内で開かれた日本予防医学リスクマネージメント学
会学術総会のパネルディスカッションで、日本医療
機能評価機構・産科医療補償制度運営部の後信技監
が明らかにした。（3/２３MEDIFAXより）

健保組合０９年度予算、赤字は６１５２億円／過去
最大の前年度と同水準
　すべての健康保険組合（１４８５組合）の２００９年度経
常収支赤字額は、過去最大だった前年度予算とほぼ
同水準の６１５２億円となる見通しであることが４月１０
日、健保連の発表した０９年度健保組合予算の早期集
計で分かった。保険料収入に占める高齢者医療制度
などへの納付金・支援金の割合は４５.２％で、依然と
して納付金などの負担が財政を圧迫する傾向が顕著
となった。
　回答のあった１３０４組合（回答率８８％）の予算状況
を全組合分に引き伸ばして試算した。納付金などの
支出は総額で２兆７５１２億円で前年度予算より２.４２％
減ったものの、後期高齢者支援金は１兆２７２３億円（前
年度予算比１３.１％増）、前期高齢者納付金は１兆１０６５
億円（同６.６％増）といずれも増加。一方、収入は保
険料率が０.０４６ポイント上がり７.４１２％となったが、平
均標準報酬の減少などの影響で保険料収入が前年度
予算比０.７２％減の６兆７９８億円となった。同日、会見
した対馬忠明専務理事は「平均標準報酬などは景気
低迷によって、実際には予算より低くなる可能性も
ある」と危機感をにじませた。
　経常収支が赤字となる組合は全体の９１.６％に当た
る１３６０組合。協会けんぽの８.２％より料率が高い組合
は全体の１８.５％に当たる２４１組合だった。
（4/１３MEDIFAXより）

済生会病院の０８年度決算、赤字決算の病院拡
大か
　病院の経営環境の厳しさが増す中で、社会福祉法
人恩賜財団済生会は、２００８年度の黒字決算病院が例
年実績を大きく下回り、１ケタにとどまる見通しで
あることが明らかになった。０７年度決算では、８２病

院のうち３８病院（４６.３％）が黒字決算だったが、０８
年度決算では累積赤字も増えていることが予測され
ている。
　済生会本部の松原了常任理事はメディファクスの
取材に対し、済生会病院グループの最近５年間の経
営動向について「５年前の０３年度は、７９病院のうち
５５病院（６９.６％）が黒字決算だったが、年々減少傾
向が続いている。済生会本部としても経営改善に向
けた戦略を継続的に検討している」と話した。
　近年の病院経営が厳しい要因としては、外来・入
院患者数の減少傾向が大きいと指摘。そもそも外来
診療については、地域医療機関との連携を重視して
紹介制を採用している施設が多く、外来患者総数の
減少傾向は予測はされていた。しかし、全施設の傾
向として初診外来患者が増加せず、新規入院患者数
の減少傾向に歯止めがかからなかったという。
　また、済生会グループでは、８２病院のうち４９病院
がＤＰＣ対象病院に参入し、平均在院日数の短縮が
進み、病床稼働率が低下している。松原常任理事は
「入院患者数と救急患者数の減少傾向は、従来黒字基
調だった病院でも表面化している」とし、高齢者の
受診抑制が全国的に進んでいるのではないかと見て
いる。
　さらに松原常任理事は「済生会病院のうち３５０床以
上の規模の病院や３次救命救急センターに指定され
ている病院は全体の約３割程度。むしろ地域医療を
支える１５０床から３５０床程度の“生活密着型”の一般
病院が多い」と指摘。０８年度診療報酬改定では、急
性期に特化した病院に手厚く配分された一方で、高
齢患者の急性期支援などで地域医療を支える中小規
模病院の収入アップにつながる内容ではなかったと
見ている。このため次期診療報酬改定では、１５０－３００
床規模の生活密着型の病院でも安定的経営を維持で
きるような改定を求めていきたいとしている。
（4/２MEDIFAXより）

民間病院の４分の１が赤字／日医総研ＷＰ、
診療所では３分の１
　日本医師会総合政策研究機構はこのほど、「赤字民
間医療機関のマネジメント上の課題」をテーマにワ
ーキングペーパー（ＷＰ）をまとめた。２００７年度の
決算データから、民間の医療機関のうち病院では約
４分の１、診療所では約３分の１が赤字だったと指
摘。日本の医療提供体制は「民主導」であり、民間
医療機関が国民の健康を維持するため極めて重要な

京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

２９

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１１８号



国家戦略上の資源になっているとし、医療費抑制策
の見直しなど、売上総利益の確保に向けた政策的対
応が求められると提言した。
　ＷＰは、ＴＫＣ全国会発行の「ＴＫＣ医業経営指
標（Ｍ－ＢＡＳＴ）０８年度版」から得られた民間の
病院６８５施設、診療所３１７８施設の０７年度決算データを
調査対象に分析した。ＴＫＣ全国会は会員数約９６００
人の税理士・公認会計士の全国ネットワークで、株
式会社ＴＫＣの会計システムを使用した財務データ
に基づき、ＴＫＣ医業経営指標を集計している。
　病院は、黒字が５０９施設（７４.３％）、赤字が１７６施設
（２５.７％）で、赤字病院は全体の約４分の１。診療所
では、黒字が２１０４施設（６６.２％）、赤字が１０７４施設
（３３.８％）で、約３分の１の診療所が赤字だった。赤
字医療機関は病院・診療所ともに、事業規模が黒字
医療機関よりも小さかった。赤字医療機関の従業員
数・医業収益高・総資産はすべて黒字医療機関を下
回る結果を得た。
　一方、赤字病院の従業員１人当たりの生産性は、
黒字病院をわずかに上回ることも明らかになった。
ただＷＰは、仕入れや人件費などの面で、赤字病院
は黒字病院と比べて効率性を損ねていることがうか
がえると指摘している。
　従業員１人当たりの売上総利益を見ると、赤字病
院は黒字病院との比較で９６.５％にとどまり、従業員
１人当たり人件費は赤字病院が黒字病院を上回っ
た。
　赤字医療機関は黒字医療医機関よりも過大な借り
入れをしていることも分かった。ＷＰは、経営不振
に陥る民間医療機関から「過去の過剰投資に対する
弁済が経営を圧迫している」と指摘する声が多く上
がっていると指摘。今回の分析データはそれを裏付
けているとした。
　ただ、民間の医療機関の資金調達は金融機関から
の借り入れなど間接金融にほぼ限定され、特にバブ
ル期に過大評価された土地建物を担保に安易な融資
が行われていた側面もあると指摘。別途検討する必
要があるとした。（4/１０MEDIFAXより）

在支診「看取り」までは不十分／日医総研が
調査、算定施設は９割
　在宅療養支援診療所（在支診）で実際に在宅医療
関連の診療報酬を算定している施設は９割に上り、
在宅医療の担い手として裾野を広げている実態が、
日医総研の調査で分かった。ただ、在宅末期医療総

合診療料を算定している在支診は７.２％にすぎなか
ったほか、在宅患者緊急時等カンファレンス料に至
っては３.０％にとどまるなど、「看取り」まで含めた
体制は不十分であり、在支診に期待されている機能
が必ずしも発揮できていないことも分かった。
　こうした実態について日本医師会の藤原淳常任理
事は４月１日、メディファクスの取材に対し「在宅
医療の推進に向けては、地域の関係機関が連携する
ためのシステムの構築が不可欠」と指摘。さらに
「家族の負担軽減に配慮した社会的な支援も必要」と
強調した。
　日医総研は在支診の現状や今後の課題を把握する
ため「在宅医療の提供と連携に関する実態調査」を
２００８年９－１０月に実施。在支診の届け出を行ってい
る５２７６施設を調査対象とし、１８０８施設から有効回答
を得た（有効回答率３４.３％）。
　厚生労働省保険局医療課のまとめによると、在支
診の届け出数は０８年７月１日時点で１万１４５０施設に
達している。在支診をめぐっては、これまで「実際
に機能しているかは疑問」との指摘もあったが、今
回の調査では、回答した在支診の９１.０％から「算定
あり」との回答を得た。
　ただ、在支診は２４時間体制での往診や訪問看護が
求められているにもかかわらず、回答した在支診の
７２.４％は在宅担当医師が１人体制であり、診療体制
が十分とは言えない実態が浮き彫りとなった。オン
コールを含めた１週間の待機日数をみると、医師１
人当たり「７日」との回答が最も多く、７３.５％だっ
た。
　地域の病院や診療所、訪問看護ステーションなど
との連携では、連携病院の数が「１施設」が４２.１％、
「２施設」が２５.９％、「３施設」が１５.９％の順だった。
４施設以上の多くの病院と連携しているケースも
１６.１％あった。一方、連携診療所の数は「１施設」
が４４.８％で最も多く、次いで「なし」の２５.６％が多か
った。連携病院は「なし」との回答はなかったこと
から、診療所間での連携が病院との連携と比べて進
んでいない現状も見て取れた。
　日医総研は、連携体制の構築は個々の施設の努力
だけでは限界があるとし、「各地域の医師会などを中
心に、２４時間体制の仕組みを検討する必要がある」
と指摘している。（4/2MEDIFAXより）
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産科医の勤務時間、日本が最長／日医、１４カ
国にアンケート調査
　世界医師会加盟国のうち、産科医の１週間当たり
の平均勤務時間は、日本が７４時間で最も長いことが
４月１日、日本医師会の調査で分かった。産科医の
勤務環境がよい国ほど学生の産科人気が高い傾向が
あることも明らかとなり、同日会見した日医の石井
正三常任理事は「産科医確保のためには、医師や医
療スタッフの体制の再検討による勤務環境の改善が
急務」と述べた。
　調査は２００８年、世界医師会加盟１７カ国にアンケー
トを送付。うち１４カ国から回答があり、日本を含め
た１５カ国で集計した。
　調査結果によると、産科医の１週間当たりの平均
勤務時間は日本が最も長く、２番目に長い米国（６５
時間）とも約１０時間の差があった。勤務時間が短か
ったのは、デンマーク（３７時間）、英国（４４時間）な
どだった。
　さらに、シンガポールや英国など、産科医の勤務
環境がよいと答えた国では、産科医に対する学生の
人気が高く、韓国やフランスなど勤務環境が悪いと
した国では産科への人気も低かった。
　産科医の充足状況では、１１カ国が産科医の不足や
偏在があると回答した。このうち総数が不足してい
る上に地域偏在があるとしたのは日本やカナダなど
４カ国。産科医の不足や偏在はないと答えたのは、
ドイツやデンマークなど４カ国だった。
　産科医が不足・偏在している理由については、女
性医師の割合が増加していることや訴訟の増加、若
い医師の勤務意識の変化などを挙げる国が多かっ
た。（4/2MEDIFAXより）

診療科目ごとの充足度に地域差／近医連が調査
　近畿医師会連合の地域医療担当理事連絡協議会は
このほど、１月に実施した「地域医療の現状および
医療崩壊に対する調査」の結果をまとめた。京都府
医師会が２府４県の郡市区医師会（１４６医師会）、職
域医師会（２医師会）などを対象にアンケート調査
したもので、結果を近畿の２次医療圏を俯瞰できる
マップで図示するなど、近畿の医療供給状況の現状
が一目で分かる報告書も策定した。
　アンケートには、１３６医師会（９１.９％）が回答。大
阪（８１.０％）、京都府（９５.８％）以外の４県は全医師
会が回答を寄せた。現時点での地域状況の印象を聞
いた内容となっているが、診療科目ごとの充足度な

どに関しては地域差が表面化している。
　主な結果を見ると、「急性期医療・一般医療」で
は、「入院受け入れ状況の５年前との変化」について
は６４.８％が「悪化、やや悪化」と回答したが、地域
差も大きく、滋賀の３３.３％に対し、兵庫は８４.９％に達
した。不足している診療分野は、産科・小児科に不
足感が強く、認知症拠点や緩和ケア、在宅医療支援
なども不足感が高まっている状況が見て取れた。周
産期救急を除いて府県間で差が大きく、認知症拠点
施設は大都市部で不足感があり、緩和ケアは郡部で
不足感が強い。
　「慢性期医療」では、療養施設の不足感が大きく、ほ
ぼ全域で「受け入れは悪化している」との認識が示
された。ただ、これも地域間差があり、京都は９５.７％
に対し、奈良は６１.６％にとどまった。
　「医療崩壊の具体例」については、８３医師会が「経
験あり」と回答。多くが公立病院など、基幹的役割
を果たしている施設の閉院や縮小に伴うものだっ
た。このほど開かれた地域医療担当理事連絡協議会
の会合では「比較的、充足度が高い内科でも、公立
病院廃止などで一気に瓦解してしまう危険をはら
む。現状はどの診療科も危ういバランスの上に立っ
ている」との意見が示された。
　地域医療体制の確保に向けては、８１の地域医師会
が「具体的な取り組みを行っている」と回答。病診
連携協議会の設置、地区医師会員の病院への派遣、
輪番制度の維持、救急システムへの積極的参加など
が挙げられた。同協議会の会合では、「かなりの医師
会が実行しているのに無力感がある」として、国や
市民に対して情報発信する必要性を指摘する声もあ
った。（3/２４MEDIFAXより）

オンライン義務化、９割が反対／富田林医師
会が調査
　大阪府の富田林医師会はこのほど、全国郡市区医
師会に行った「レセプトオンライン請求完全義務化」
に関するアンケート調査結果をまとめた。また、こ
の問題について国会議員に賛否を尋ねた調査も同時
にまとめた。
　郡市区医師会へのアンケート調査は、全国９４７医師
会に送付し、５１.６％の４８９医師会が回答した。義務化
への考え方については、９２.０％が反対、２.０％が賛成
とした。義務化が実施された場合の地域医療への影
響については、８５.１％が「地域医療崩壊に拍車を掛
ける」と回答、「影響はない」は５.５％だった。
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　義務化が憲法の下の平等に違反しているかとの問
いには、４９.５％が「違反」とし、「違反ではない」が
１４.３％だった。
　自由意見では「義務化に対応できない医療機関が
１割を超える」「制約医療が進み、患者には不都合」
「ＩＴ産業への利益供与」といった意見に加え、「政
権交代の実現で阻止する」などの声もあった。
　国会議員に対する調査については、５１人が賛否に
対する回答を寄せ、「義務化撤廃」に対して、３３人が
賛成し、２人が「撤廃すべきではない」とした。残
りのうち、１５人はその他の意見があるとし、１人は
回答を控えた。
　撤廃に賛成とした議員３３人のうち自民党が９人、
民主党・共産党がそれぞれ７人だった。「撤廃すべき
でない」の２人はいずれも自民党の衆院議員だった。
（3/２５MEDIFAXより）

日本、無保険失業者の比率７７％／先進国で最
悪、ＩＬＯ報告書
　日本で失業保険の給付を受けていない失業者の割
合は７７％に上り、先進国の中で最悪の水準にあるこ
とが、国際労働機関（ＩＬＯ）が３月２４日発表した
報告書で分かった。派遣労働の規制緩和などを急速
に進める一方、非正規雇用者のセーフティーネット
整備がおろそかなため、日本の労働者が国際的にも
極めて厳しい状況に置かれている事情が浮き彫りに
なった。
　報告書は新興市場国を含む主要８カ国を取り上げ
た。このうち最も「無保険失業者」の比率が高いの
はブラジルで９３％、次いで中国が８４％で日本は両国
に続く高さ。４位の米国は５７％にとどまり、ドイツ
やフランスは１０％台。主な先進国で日本の突出ぶり
は明らかだ。
　ＩＬＯは先進国が加盟する経済協力開発機構（Ｏ
ＥＣＤ）諸国のうち「半数の国で５０％以上に上る」
とも指摘。ＩＬＯ幹部は日本の突出ぶりについて「失
業保険の受給まで待たされる期間が長く、受給でき
る期間が短いことが影響している可能性がある」と
の見方を示した。【ジュネーブ３月２５日共同】

 

原発稼働率低迷、再処理難航／「原子力、期
待に応えず」
　原子力委員会は３月２４日、原発の設備利用率（稼
働率）が低迷し、核燃料サイクルの中核となる使用
済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の試運転
が難航するなど「原子力が社会の期待に十分に応え
ていない」とする２００８年版原子力白書を閣議に報告
した。
　白書は、０８年は国際会議などを通じ、原発は地球
温暖化防止に有効という認識が広まった年と位置付
けた。だが０７年の新潟県中越沖地震で東京電力柏崎
刈羽原発が長期停止し、利用率は６０.７％（０７年度）
にとどまると指摘。耐震安全性を確認し、効率的な
運転をすべきだと強調した。
　再処理工場は、高レベル放射性廃棄物のガラス固
化体製造がうまくいかず、試運転がたびたび中断し
ているが「今後もさまざまな故障、トラブルが予測
される」として克服するよう求めた。
　候補地が決まらない高レベル廃棄物最終処分場の
立地可能性調査に自治体が応募を検討できる環境づ
くりや、高速増殖炉原型炉もんじゅ（福井県）の運
転再開のために日本原子力研究開発機構の組織や技
術の整備を提言した。【共同】

原発審査体制の課題提示／原子力安全白書
　国の原子力安全委員会は３月３１日、２００７年の新潟
県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原発の損傷を
受け、「事業者の申請内容について、安全審査で適切
に検討する体制づくりが必要」などとする０７、０８年
版原子力安全白書を閣議に報告した。
　従来の審査体制が十分でなかったことを事実上認
める内容。
　白書は「設計時の想定を大きく上回る揺れが観測
され、原子炉周辺設備を中心に影響を受け、国民に
不安や懸念を与えた」と記述。
　「安全委は、柏崎刈羽の設置許可時の安全審査は最
善を尽くしたと考えている」としたが、審査で申請
内容をチェックし、想定外の事態を防止する体制は
十分かという（専門家などからの）問題提起があり、
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安全審査の中立性や透明性の確保などで充実、強化
を進めていると“釈明”した。
　また、「地震は自然現象で、全容は把握できていな
い。自然現象に謙虚に学び、常に最新の知見を安全
確保に反映すべきだ」と強調している。
　中越沖地震の震源とされる海底断層について、６、
７号機の安全審査では長さが最大８キロとしながら
も活断層とはせず、０３年に東電が約２０キロの活断層
と再評価したが公表しなかった経緯を記した。中越
沖地震後、東電や国は約３６キロと評価を変えた。
　中越沖地震後の対応に追われたため、０７年版白書
は発行せず、今回２年分をまとめた。【共同】

志賀原発停止の１審判決取り消し／控訴審で
住民逆転敗訴
　北陸電力の志賀原発２号機（石川県志賀町）の耐
震性に不備があり、震災で被ばくする恐れがあると
して、周辺住民らが北陸電に運転差し止めを求めた
訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部の渡辺修
明裁判長は３月１８日、原子炉の耐震性は妥当と判断、
運転停止を命じた１審金沢地裁判決を取り消し、住
民側の請求を棄却した。
　住民側は逆転敗訴。住民側は判決を不服として最
高裁に上告する。
　渡辺裁判長は、２号機の安全対策が２００６年の１審
判決後に改定された国の耐震指針に適合しているこ
とを認定。「活断層や、地震動の評価は妥当で、能登
半島地震や新潟県中越沖地震の影響に照らしても、
事故により住民らが被ばくする具体的危険性は認め
られない」と指摘した。
　１審判決は、当時の耐震指針の妥当性を否定し、
国内の商業用原子炉で初めて運転停止を命令。控訴
審では、新指針に基づく原発の耐震性や地震規模の
再評価に対する判断が焦点となった。
　渡辺裁判長は「未知の断層による地震を最大マグ
ニチュード（Ｍ）６.８と想定した北陸電の評価は妥当
で、評価方法も最新の知見を採用している」として、
Ｍ７.３を想定すべきだとした住民の主張を退けた。
　原告は石川など１６都府県の１２８人。住民側は、１審
後に改められた新指針や地震の想定は不十分と指
摘。０７年の能登半島地震では原発が設計時の想定の
２倍近い揺れに見舞われたと危険性を訴えてきた。
【共同】

上関原発２号機の着工延期／中国電力の経営
計画
　中国電力は３月２７日、２００９年度の経営計画で、山
口県上関町に建設を計画している上関原発２号機の
着工を、従来の計画より２年延期すると発表した。
　これまでの計画では１号機と２号機の工事期間が
２年間重複するため、工事の安全性を考慮し延期す
ることにした。１５年度に着工し、２０年度の運転開始
予定。１号機は１０年度着工、１５年度の運転開始の計
画を維持する。
　２号機の着工延期は今回で５回目。記者会見した
山下隆社長は「１号機の工事内容を詳細に検討した
結果、安全な実施には延期が必要と判断した」と説
明した。
　０９年度の設備投資額は２１０７億円で、島根原発３号
機（松江市）の建設や、上関原発１号機の予定地造
成工事に取り掛かるため、０８年度に続き高水準の計
画。販売電力量は６１４億キロワット時を見込む。２年
連続で前年度実績を下回る見通しだが、１０年度以降
はオール電化住宅の普及などで回復するとしてい
る。【共同】

東電のＣＯ２排出量３割増／０７年度、原発停
止で石炭依存
　政府は４月３日、温室効果ガスの排出が多い企業
の２００７年度の排出量データを公表した。
　発電に伴って出る二酸化炭素の排出を、電力の利
用者ではなく電力会社の排出とみなした場合、最も
多かったのは東京電力の約９２５３万トン。前年度と比
べ３割強の増加で、新潟県中越沖地震による柏崎刈
羽原発の停止に伴い、排出が多い石炭火力発電所の
稼働を増やしたことが主な要因だという。
　発電に伴う分も利用企業の排出とみなすと、最も
多いのは新日鉄（約６３０５万トン）で、以下、ＪＦＥ
スチール（約６２５４万トン）、住友金属工業（約２３６８万
トン）、神戸製鋼所（約１８０６万トン）、太平洋セメン
ト（約１４５５万トン）の順。
　業種別では、鉄鋼業が最多で、化学工業、窯業・
土石製品製造業と続いた。
　排出量の公表で権利や利益が害されるとしてデー
タが非開示となった事業所はなかった。０６年度分は、
請求に基づき経済産業省がいったん３６事業所の排出
量を非開示としたが、一部のデータが地方自治体を
通じて一般の人も入手可能なことが判明していた。
【共同】
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温暖化防止へ原発活用を勧告／世界の科学者
がＧ８に
　２００９年７月にイタリアで開催される主要国（Ｇ８）
首脳会議（サミット）を前に、Ｇ８と中国など新興
５カ国の学術団体が世界が直面する問題を討議する
ためローマで開いた「Ｇ８プラス５学術会議」（学術
団体サミット）は３月２７日、地球温暖化防止のため
原子力発電の活用を促す共同声明を取りまとめ、閉
幕した。
　声明は各団体で調整後、「世界の科学者の声」とし
て各国首脳に手渡される予定。温暖化問題への対応
のため、スウェーデンやイタリアなどが脱原発政策
の転換を表明しており、今回の声明はこうした世界
的な原発再評価の動きを後押しすることになりそう
だ。
　声明は、温暖化防止に向けた低炭素社会への転換
に向け「安全で安定した原発の開発と放射性廃棄物
処理」が必要と指摘。Ｇ８と新興国の政府に対し、
安全な原子力確保のための国際協力を促した。
　一方、１３年以降の温暖化対策を決定する１２月の気
候変動枠組み条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）で、
温室効果ガス削減について「５０年までに１９９０年比で
５０％以上削減」との積極的な目標を設けるよう求め
た。会議には日本から日本学術会議の唐木英明副会
長らが出席した。【ローマ３月２８日共同】

日本、太陽光発電世界３位に転落／０８年、ス
ペインに抜かれる
　日本の２００８年末時点の太陽光発電の総設備容量は
２００万キロワット弱で、スペインに抜かれ、前年の世
界第２位から３位に転落したことが、民間国際団体
の再生可能エネルギー政策ネットワーク２１（ＲＥＮ
２１）の４月６日までの調査で分かった。
　０８年に新たに設置された太陽光発電の容量でも前
年の３位から４位へと後退し、日本の再生可能エネ
ルギー開発の立ち遅れは鮮明。政策の見直しを求め
る声が強まりそうだ。
　ＲＥＮ２１によると、０８年末の太陽光発電の総設備
容量はドイツが１位で５４０万キロワット。２位は１年
で急増し２３０万キロワットに達したスペイン。
　３位の日本は１９７万キロワットにとどまり、０５年に
トップの座を奪われたドイツのわずか４０％弱と、さ
らに水をあけられる結果となった。
　スペインは０８年１年間の新設容量が、大型原発１
基分を上回る１７０万キロワットと世界最大。２位はド

イツ（１５０万キロワット）、３位は米国（３０万キロワ
ット）で、４位の日本は２４万キロワットだった。
　風力発電の総設備容量でも日本は０８年末現在、１９０
万キロワットで、世界トップを争う米国やドイツの
１２分の１以下と大きく差をつけられた。【共同】

病院のＣＯ２、前年比４.１％削減／日医プロジ
ェクト委が報告書
　全国約１２００病院の２００７年度の二酸化炭素排出原単
位（延べ床面積当たりの二酸化炭素排出量）の前年
度比削減率はマイナス４.１％で、年１.０％削減するとし
た日本医師会の自主行動計画の目標を大きく上回る
成果を挙げていることが、日医の「病院・介護保険
施設における地球温暖化対策プロジェクト委員会」
がまとめた報告書で分かった。
　同委員会は報告書で、数値目標の達成について①
エネルギー転換工事の推進などによる化石エネルギ
ー使用量の削減②重油・灯油から電力・ガスへのエ
ネルギー転換―の２点が影響したと分析。「今後もエ
ネルギー転換が進むと予想され、自主行動計画で掲
げた目標は達成される可能性が高い」としている。
　一方、介護保険施設の０７年度の二酸化炭素排出原
単位は０６年度に比べて３.７％増加した。同委員会は
「２４時間の設備使用などの運営特性ゆえに大幅なエ
ネルギー削減は難しい」と指摘。「自主行動計画は策
定せず、引き続き実態把握に努めていくことが現実
的な対応」と結論付けた。（4/2MEDIFAXより）

北極の氷３０年以内に消滅も／米研究チーム予測
　地球温暖化の進行で、夏の北極の海氷は２０３７年ま
でにほぼ完全に消滅すると、米海洋大気局（ＮＯＡ
Ａ）とワシントン大の研究チームが、４月３日付の
米地球物理学会誌に発表した。
　２００７年に公表された気候変動に関する政府間パネ
ル（ＩＰＣＣ）の第４次報告書は「２１世紀後半まで
に消滅するとの予測がある」としたが、より早く３０
年以内に現実になるとの指摘だ。
　北極の海氷面積は０７年９月に観測史上最小を記
録、０８年９月には史上２番目に小さくなった。チー
ムがこれら最新のデータを取り入れ、ＩＰＣＣ報告
書で使われている気候モデルで再計算したところ、
３７年９月にほぼ消滅するとの結果が得られた。
　夏に海が拡大することで吸収された熱が、秋以降
に海から大気に放出されて気温が高くなり、それが
海氷の融解を加速する現象が起きているという。
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　チームは「温暖化以外の、自然変動による不確実
さも考慮に入れると、２０年代後半には消滅する可能
性もある」と指摘している。
【ワシントン４月３日共同】

 

医師ら７８３人原告に追加提訴／レセプトオン
ライン化訴訟
　厚生労働省令で２０１１年４月から原則義務化される
レセプトのオンライン請求をめぐり、全国の医師ら
が国を相手取り、オンライン請求義務の不存在確認
などを求めている訴訟で、新たに４３都道府県の医師・
歯科医師７８３人が３月１８日、横浜地裁に追加提訴し
た。０９年１月の１次提訴と合わせ、原告は１７４４人と
なった。
　訴えなどによると、原告らは「オンライン請求に
対応できない医師・歯科医師を切り捨てれば、地域
医療に重大な影響を及ぼす」と指摘。「省令は営業の
自由を侵害しており違憲」などとして、オンライン
請求の義務がないことの確認と、多大な費用負担を
迫られたことによる精神的苦痛に対する慰謝料とし
て１人当たり１００万円の支払いを求めている。
　原告団弁護人の小賀坂徹弁護士によると、原告団
への参加申し込みは増加を続けているといい、一定
の人数に達した段階でさらに追加提訴を行う方針。
　また、１月の第１次提訴以降の動きを紹介。日本
歯科医師会や日本医師会医療ＩＴ委員会が相次い
で、レセプトオンライン請求義務化反対を表明し、
国会でも与野党の議員から義務化見直しの声が挙げ
られ始めるなど、「オンライン義務化で地域医療崩壊
が加速し、患者・国民のプライバシーにとっても問
題ある制度だという私たちの訴えが大きく広がって
いる」とし、「４月に提訴が予定されている大阪での
訴訟とも協力して、大きな運動にしたい」と述べた。
　また、原告団の入澤彰仁幹事長（神奈川県保険医
協会理事）も「患者や国民からの声も上がってきて

おり、問題の共有ができるようになってきた。今後
も活動を通して一般社会の人に問題を分かってもら
えるようにしたい」とした。
　裁判は、第１次と第２次の提訴が併合され、４月
末までに第１回期日が開かれる見通しとなってい
る。
　提訴後に横浜弁護士会館で行われた記者会見には
マスコミ１０社が集まり、テレビ神奈川がニュース報
道したほか、朝日、読売、東京、神奈川などの各紙
が報道した。

３・１９中央行動を実施
　保団連は３月１９日、中央行動を実施し、１８協会か
ら約７０人が参加した。３月４日に行われた「レセプ
トオンライン請求義務化撤回訴訟国会内集会」と同
時に取り組まれた前回の国会行動に引き続き、与野
党の幅広い議員に対し、医団連緊急提言の実現とレ
セプトオンライン請求義務化撤回、自主共済の保険
業法適用除外、歯科保険医療の充実などを要請した。
　保団連の住江憲勇会長は、高知県保険医協会の沖
義一副会長らとともに、自民党の山本有二元金融担
当大臣、中谷元衆議院議員（元防衛庁長官）と面談
した。
　また、後期高齢者医療制度の中止・撤回および廃
止を求める請願署名（患者署名）を計１万７０１３筆、
オンライン請求義務化撤回を求める請願署名２６５３筆
分を国会議員に手渡した。また、オンライン義務化
撤回を求める会員連名（３９４人分）の麻生太郎首相宛
要請書を内閣府に提出した。

「オンライン義務化の先延ばし」／保団連、
規制改革再改定で声明
　保団連は４月１日付で「規制改革推進のための３
か年計画（再改定）」の閣議決定に対する声明を発表
した。レセプトオンライン請求の完全義務化に新た
な例外規定を設けることを可能とする文言修正につ
いて「義務化を先延ばしするものでしかない」と主
張し、あくまで義務化の撤回を要望した。レセプト
オンライン請求について、義務化を「原則」とした
ことや「地域医療の崩壊を招くことがないよう」と
記載したことに対し「オンライン請求義務化の問題
点を自ら認めた結果」とし、国会で審議を尽くすべ
きとした。
　さらに、傷病名と医療行為のリンク付けや傷病名
コードの統一など「レセプト様式の見直し」を明記

京都保険医新聞

医
療
・
社
会
保
障
運
動
ト
ピ
ッ
ク
ス

２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

３５第１１８号



したことについては「コンピュータ審査の推進や医
療の画一化、医師の裁量の否定につながるもので、
まさに医療費削減を目的としている」と反発した。
（4/3MEDIFAXより）

「５分ルール」影響額は１０００億円超／保団連
が試算「早期撤廃を」
　保団連は３月２６日、２００８年度診療報酬改定で外来
管理加算に導入した「５分ルール」について、１０００
億円を超える大きな財政影響を及ぼしながら、患者
も必要性を認めていないとして早期撤廃を求める声
明を発表した。
　１８日の中医協・診療報酬改定結果検証部会で、再
診患者に対する同加算の算定割合が診療所で
４１.０％、病院で４１.１％と報告されたことを受け、保団
連は、０７年の社会医療診療行為別調査から求めた改
定前の算定割合を使って５分ルールの財政影響を試
算。診療所で１０１３億円、病院で１３３億円、合計で１１４６
億円のマイナスに達するとした。０８年７月の保団連
調査や同年１１月の日本医師会調査による影響額を大
きく上回るほか、「外来管理加算とデジタル加算を合
わせて２００億円強」とした改定前の厚労省の予測より
もはるかに大きい数字となった。
　保団連は、中医協・検証部会の調査では患者側の
診療内容に対する満足度に変化はないとも指摘し、
５分ルールの早期撤廃を強く求めた。
（3/３０MEDIFAXより）

巣鴨、新宿で負担増反対訴え／保団連・住江
会長
　後期高齢者医療制度が実施されてから１年後にあ
たる４月１日、保団連も加盟する中央社会保障推進
協議会（中央社保協）は、東京・巣鴨の地蔵通り商
店街で制度廃止を求める街頭宣伝を行った。
　とげ抜き地蔵尊への参拝客や買い物客らが次々と
署名に応じた。保団連の住江憲勇会長は民医連の吉
田万三副会長らとともに弁士として制度廃止を訴え
た。
　また、住江会長は新宿駅西口で「消費税廃止各界
連絡会」による消費税導入２０年の街頭宣伝に参加し、
加盟各団体・政党の弁士とともに消費税増税反対を
訴えた。
　宣伝行動にはテレビ東京、テレビ朝日、フジテレ
ビなどメディアも取材に訪れた。

与党の水俣病特措法案に断固反対／保団連・
野本公害環境対策部長が見解
　３月１３日に与党プロジェクトチームが、水俣病特
別措置関連法案を衆議院に提出したことを受けて、
保団連の野本哲夫公害環境対策部長は、３月１８日、
与党法案について見解を発表。「法案は、未認定患者
救済とは名ばかりで、被害者を大量に切り捨て、加
害企業チッソを救済するためのもの、到底容認でき
ない」としている。

「例外規定」でなく義務化の撤廃を／オンラ
イン化訴訟原告団幹事長
　レセプトのオンライン請求義務化に新たな例外規
定の追加を可能とする「規制改革推進のための３か
年計画（再改定）」が閣議決定されたことを受け、レ
セプトオンライン化訴訟原告団の入澤彰仁幹事長
（神奈川県保険医協会理事）は３月３１日、「小手先の
『例外規定』でなく、オンライン請求義務化の撤回こ
そが保険医の要求」などとする談話を発表した。
　談話では、与党内でレセプトコンピューターの導
入費用の助成などが検討されていることに対しても
「われわれ保険医は、レセプトのオンライン請求義務
化撤回を求めているのであって、レセコン導入費用
の助成を求めているのではない。しかも、赤字国債
発行で費用を賄い、国民に負担を押し付けることは、
断じて許されることではない」と主張。あらためて
オンライン請求の義務化撤廃を求めた。
（4/1MEDIFAXより）

一般紙社説に談話／オンライン化訴訟原告団
幹事長
　レセプトのオンライン請求義務化をめぐり、全国
の医師らが国を相手取りオンライン請求義務の不存
在確認などを求めている訴訟の入澤彰仁・原告団幹
事長（神奈川県保険医協会理事）は４月１０日、「規制
改革に再点火し危機を克服せよ」とした日本経済新
聞の９日付朝刊の社説に対する談話を発表した。
　社説が「電子レセプトがあまねく行き渡れば、実
際に行われている治療方法の分析がたやすくなり、
医療の質の向上に役立つ」などとしている点に対し、
談話では「レセプトには病名と行われた検査や処置
が記載されているが、検査結果や処置後の経過など
は記載されず、治療方法の分析はできないに等しい」
と指摘。「レセプト請求はあくまで医療費の請求であ
って、紙で提出しようがインターネットで送信しよ

京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

第１１８号３６



うが、患者が受ける医療に変わりはなく、直接患者
の治療に役立つものではない」と、同紙の見解をた
だしている。（4/１３MEDIFAXより）

社会保障費の抑制撤回を／民医連、厚労など
３省担当者に要望
　全日本民主医療機関連合会（民医連）は３月２７日、
国会内で財務省と厚生労働省、文部科学省の担当者
と面会し、社会保障費２２００億円の抑制撤回などを要
望した。医療と介護、看護、社会保障全体の４部門
に分かれて３省の担当者と話し合った。
　社会保障全体では、２２００億円の抑制を撤回し、社
会保障費を増額することを要望した。医療、看護で
は医師臨床研修制度の改善や、医師、看護師の増員
などを求めた。介護では介護報酬の３.０％増は「雀の
涙」だとして大幅な拡充を求め、介護保険の要介護
認定についても再考を要請した。
（3/３０MEDIFAXより）

新要介護認定、４月施行の凍結を／民医連
　全日本民主医療機関連合会（民医連）は３月１８日、
新要介護認定制度の４月施行の凍結を求める声明を
発表した。厚生労働省が１７日に認定調査項目の判断
基準を一部修正したことに対し「修正されたのは３
点のみで、修正内容は不十分」と指摘。現在の認定
制度の総合的な検証や国会での審議を求めた。
　民医連は、１次判定の段階で軽く認定された結果
を２次判定で変更することは困難で、新制度は「軽
度判定化」を促進する仕組みになっているとした。
さらに、認定調査員や認定審査会を対象とした研修
会は２時間程度と短く、新制度に当たっての準備を
するには不十分と主張した。（3/１９MEDIFAXより）

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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資料1
高齢者医療制度の見直しに関する議論の整理

　高齢者医療制度に関する検討会が、２００８年９月２５日以来、７回の検討を取りまとめた最終報告書。各論点について複数案
を併記する内容となっている。

■ 高齢者医療制度に関する検討会　２００９年３月１７日 ■
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京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号
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資料2
規制改革推進のための３か年計画（再改定）

　政府が閣議決定した、規制改革推進のための第３次答申の指摘事項を踏まえた計画の再改定（ここでは医療部分のみ抜粋
して掲載）。レセプトのオンライン請求義務化について、「義務化において原則現行以上の例外規定を設けないこと」「地域
医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する」が加えられた。

■ 閣議決定　２００９年３月３１日 ■
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２００８年度　第２０回　２００９年３月２４日
【特別討議】
１．消費税を福祉目的税化することの問題点につ

いて
　　△担当＝北村理事（経営部会）

【各担当部報告】
〈総務部会〉
１．週間行事予定表の確認
２．第66回保団連近畿ブロック事務局長会議（３

月９日）状況
３．第５回文化講座（３月15日）状況
４．新規開業未入会会員訪問（３月23日）状況

〈経営部会〉
１．傷害疾病保険審査会（３月17日）状況
２．金融共済委員会（３月18日）状況

〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談（①３月10日、②11日、
③12日）状況

２．医療安全シンポジウム（３月14日）状況
３．日本予防医学リスクマネジメント学会（３月

19日）状況
４．法律相談室（３月19日）状況

〈政策部会〉
１．環境対策委員会（３月13日）状況
２．「いのち輝く、芸術と社会保障のつどい」街頭

宣伝（３月13日）状況
３．近畿総決起集会（３月14日）状況
４．民主党税制政策に関する勉強会（３月15日）

状況
５．出版編集会議（３月17日）状況

〈保険部会〉
１．保団連『医療系介護報酬改定のポイント』第

２次編集作業（３月９日－14日）状況
２．保団連『医療系介護報酬改定のポイント』第

２次編集会議（３月12日）状況
３．保団連「新介護報酬検討会」（３月15日）状況
４．第627回社会保険研究会（３月19日）状況

【各担当部議事】
〈総務部会〉
１．前回理事会（３月10日）要録と決定事項の確認
２．４月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
３．各部会開催の件
４．第10回正副理事長会議（３月12日）状況確認

の件
５．代議員・予備代議員選挙結果の件
６．理事長、副理事長、監事選挙実施の件
７．代議員会議長、副議長選挙実施の件
８．会員入退会及び異動に関する承認の件
９．新規開業未入会会員訪問実施の件
10．写真教室開催の件
11．舞鶴医師会との懇談会開催の件
12．新規開業医のための基礎講習会開催の件

〈経営部会〉
１．三井生命「保険医年金」募集推進会議出席の件
２．富国生命「保険医年金」募集説明会出席の件

〈政策部会〉
１．保団連2008－09年度第14回理事会（３月８日）

状況確認の件
２．「いのち輝く、芸術と社会保障のつどい」（３

月20日）状況確認の件
３．反核京都医師の会世話人会出席の件
４．京都社会保障推進協議会「京都府の地域医療

を考えるつどい」講師派遣の件
５．環境ハイキング開催の件
６．講演会「原子力発電のほんとのこと小出さん

に聞いてみよう」開催の件
７．緊急団体署名「（大気汚染物質）PM２.５環境
基準の設定を求める要請書」への賛同のお願
い

８．「社会保障と雇用を守るための基本法の必要
性について考えるシンポジウム」開催の件

９．『京都保険医新聞』（第2682・2683合併号）合
評の件

〈保険部会〉
１．小児科診療内容向上会開催の件
２．大阪府保険医協会「レセプトオンライン請求

義務化撤回訴訟原告団」結成総会出席の件
３．眼科診療内容向上会開催の件
４．医療ＩＴ化問題検討会開催の件
５．京都市生活保護医療個別指導立ち会い出席の

件
　　《以上２８件の議事について承認》
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２００８年度　第２１回　２００９年４月１４日
【各担当部報告】
〈総務部会〉
１．週間行事予定表の確認
２．新規開業未入会会員訪問（３月27日）状況
３．写真教室下見（４月２日）状況
４．写真教室（４月12日）状況
５．第１回保団連組織部会（４月４・５日）状況

〈経営部会〉
１．保団連近畿ブロック経税担当事務局会議（４

月10日）状況
〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談（①３月24日、②４月１

日、③９日）状況
２．医療事故案件調査委員会（３月27日）状況
３．第263回関西医事法研究会（３月28日）状況
４．医師賠償責任保険処理室会（３月30日）状況

〈政策部会〉
１．保団連2009年度第１回公害環境対策部会（４

月５日）状況
２．第18回医療制度検討委員会（４月８日）状況
３．保団連政策部会（４月11日）状況

〈保険部会〉
１．医療事務対策チーム設立準備会（３月26日）

状況
２．2009年度第１回保団連社保・審査対策部会
（３月29日）状況

３．小児科診療内容向上会（４月４日）状況
４．保団連第２回診療報酬オンライン請求問題プ

ロジェクトチーム会議（４月９日）状況
５．眼科診療内容向上会（４月12日）状況

【部会報告】
１．各部会（４月７日、保険部会：４月３日）状

況と決定事項確認の件
〈総務部会〉
１．地区懇談会の出欠及び資料等の確認
２．2008年度１月分収支月計表の報告
３．３月度会員増減状況の確認
４．新規開業医との懇談会の開催確認
５．第２回コミュニケーション委員会の開催確認
６．第２回開業医とこれからの医療と経営を考え

るつどい（仮）についての意見交換
７．写真教室の開催確認
８．ジャズを楽しむ会の開催確認
９．保団連全国保険医写真展の広報の確認

10．地区・専門医会会報等の収集及び回覧
11．次回開催日の確認

〈経営部会〉
１．2009年度金融共済委員会の開催曜日の確認
２．４月末融資残高の照会実施の確認
３．休業補償制度の検討
４．保険医年金春募集の確認
５．年金募集営業員への登録証明書発行について

の確認
６．2009年度医師賠償責任保険更改件数および更

改保険料の確認
７．居宅介護事業者等賠償責任保険の事故受付案

件進捗状況の確認
８．国税局への要望事項に対する回答の確認
９．京都クレジットサービス提携ＤＣカード利用

状況の確認
10．京都府薬剤師会との懇談会の開催確認
11．協会ロゴ作成についての意見交換
12．住宅用火災報知器の斡旋の確認
13．今後のスケジュールの確認

〈医療安全対策部会〉
１．地区懇談会の出欠及び資料等の確認
２．2009年３月度医事紛争状況の確認
３．2008年度医事紛争状況の中間報告
４．全国における医事紛争状況の報告
５．新規開業医との懇談会の開催確認
６．新入職員研修会の開催確認
７．調査委員との懇談会の運営確認
８．2009年度医療安全シンポジウムの開催確認
９．最近の紛争対応状況についての意見交換
10．内視鏡穿孔にかかわる問題についての意見交

換
11．医事紛争事例集の内容確認

〈政策部会〉
１．４月の部会スケジュールの確認
２．「いのち輝く、芸術と社会保障のつどい」参加
者アンケートの確認

３．京都府医療対策協議会の状況確認
４．後期高齢者医療制度被保険者に対する資格証

明書交付にかかる広域連合に対する意見書の
可決状況の確認

５．着目しておくべき課題（①厚生労働省「高齢
者医療制度に関する検討会」②レセプトのオ
ンライン請求義務化③京都府の「医療保険制
度等に関する提案」）についての意見交換

協

会

だ

よ

り

京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

７１第１１８号



６．社会保障と雇用を守るための「基本法」の必
要性について考えるシンポジウムの準備状況
の確認と意見交換

７．ヒブワクチン定期接種化に向けた取り組みの
確認

８．保団連近畿ブロック会議の取り組みの確認
９．環境ハイキングの開催確認
10．環境ハイキングブックレットの内容確認
11．メイク・ザ・ルールキャンペーンの取り組み

の確認
12．保団連近畿ブロック主催「吉田太郎氏講演会」

の開催確認
13．反核医師の会の取り組みの確認
14．九条の会アピールを支持する京都医療人の会

2008年度総会・講演会の開催確認
15．『いのちの山河～日本の青空Ⅱ』製作支援状況

の確認
16．エコキャップ運動の実施確認
17．ジェネリック医薬品の普及促進策についての

市町村アンケートの実施確認
〈保険部会〉
１．『京都保険医新聞』原稿執筆者の確認
２．「2010年診療報酬改定に対する要求（案）」の

取り扱いの確認
３．通所リハビリ改定アンケートについての結果

等の確認
４．通所リハビリ改定に関する新聞記事の確認
５．『2009年介護報酬改定Ｑ＆Ａ』事務局編集会

議、編集会議、検討会日程の確認
６．介護報酬改定関連書籍の配布についての確認
７．レセプトオンライン請求義務化撤回訴訟状況

の確認
８．オンライン請求義務化に係る情勢の確認
９．社会保障個人会計・社会保障カードに関する

理事会特別討議の運営確認
10．社会保障カード等に係る今後の活動について

の確認
11．レセプトの点検の申し込み状況の確認
12．『公費負担医療等の手引』2009年秋版の編集

確認
13．「指導、監査、処分取消訴訟支援ネット」の状

況報告
14．指導・監査関係の情報開示請求の報告
15．保団連「指導大綱見直し及び指導、監査改善

要求（案）」の組織討議の確認

16．適時調査前相談の確認
17．医療事務対策チーム設立準備会の状況確認
18．障害者施設入院基本料に関する実態調査の実

施確認
19．一般病棟入院中の患者の他医療機関受診に関

する実態調査等の取り組みの確認
20．第628回・629回社会保険研究会の開催確認
21．各種診療内容向上会の開催確認
22．「在宅医療講習会」の開催についての検討
23．当面の行事予定の確認

【各担当部議事】
〈総務部会〉
１．前回理事会（３月24日）要録と決定事項の確認
２．2008年度２月分収支月計表報告状況確認の件
３．３月度会員増減状況
　　△2009年３月31日付会員数＝2546人
４．会員入退会及び異動に関する承認の件
５．第11回（臨時）正副理事長会議（４月２日）
状況確認の件

６．会費免除申請の件
７．ジャズを楽しむ会開催の件

〈経営部会〉
１．三井生命「保険医年金」募集活動事務局同行

の件
〈医療安全対策部会〉
１．医療機関側との懇談の件

〈政策部会〉
１．ＫＢＳラジオ「早川一光のばんざい人間」出

演（４月11日）状況報告の件
２．環境ハイキング（４月12日）状況報告の件
３．「いのち輝く、芸術と社会保障のつどい」総括

実行委員会出席の件
４．「社会保障と雇用を守るための『基本法』の必

要性について考えるシンポジウム」準備会議
（呼びかけ人会議）開催の件

５．「社会保障と雇用を守るための『基本法』の必
要性について考えるシンポジウム」開催協力
団体としてお願いしたい団体への依頼回りの
件

６．九条の会アピールを支持する京都医療人の会
世話人会開催の件

７．九条の会アピールを支持する京都医療人の会
総会・講演会開催の件

８．『京都保険医新聞』（第2685・2686合併号）・
『メディペーパー京都』第117号（第2684号）
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合評の件
〈保険部会〉
１．2009年３月度国保合同審査委員会（３月24日）

状況確認の件
２．専門医会長との懇談会（３月28日）状況確認

の件
３．保険審査通信検討委員会（４月３日）状況確

認の件
４．レセプトオンライン請求義務化撤回「大阪訴

訟」原告団結成総会（４月11日）状況確認の
件

５．保団連『介護報酬改定Ｑ＆Ａ』事務局編集会
議出席の件

６．保団連『介護報酬改定Ｑ＆Ａ』役員・事務局
編集会議出席の件

７．保団連『介護報酬改定Ｑ＆Ａ』検討会出席の
件

　　　《以上２５件の議事について承認》

協

会

だ

よ

り

京都保険医新聞２００９年（平成２１年）４月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２６８８号

７３第１１８号

５月のレセプト受取・締切
14日㈭

労
災

10日㈰9日㈯8日㈮
基金
国保 ◎◎○○

※○は受付窓口設置日、◎は締切日。
　受付時間は午前９時～午後５時です。

5月の相談室
担当＝園建築士５月１３日（水）午後２時～医院・住宅

新（改）築
担当＝三井生命のＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）５月２１日（木）午後１時～ファイナンシャル
担当＝莇弁護士５月２１日（木）午後２時～法 律
担当＝河原社会保険労務士５月２１日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝山口税理士５月２７日（水）午後２時～経 営

開催日の３日前までに協会事務局へお申込み下さい。３０分間無料です。
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 加入申込期間  4 月 1 日（水）～6月19日（金）まで!!  ２００９年９月１日付け加入です
 予 定 利 率 1.256％　　2007年度実績　1.334％（予定利率１.２５６％＋配当０.０７８％）
 ■月払（満７４歳以下の会員、増口は満７９歳以下）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１口１万円　３０口限度（３０万円）

 ■一時払（満７９歳以下の会員で月払に加入している方）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１口５０万円　毎回４０口（２,０００万円）
※手数料との関係で１.２５６％の利率が続くと仮定して、新たにご加入される月払については４年以
上、一時払で２年以上の長期にわたって積立されることをお勧めします。詳しくは、３月３１日
送付の年金パンフレットをご覧下さい。

◎保険医年金普及担当として登録された生保営業員がご説明に伺った際には、ご面談下さいます
ようお願いいたします。

保険医年金加入申込
受付中 !

この機会に
ぜひご加入下さい ！

現在ご加入の年金を一部あるいは全部解約し、新たに加入申込みされる場合は
６月１０日（水）までに解約書類を協会事務局までご提出下さい。保険医年金に
関するお問い合わせは、京都府保険医協会・経営部会まで。

ご注意下さい！


